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宇城市男女共同参画都市宣言文 
 

私たちは、女性と男性が、それぞれに自立した一人の人間とし

て、互いの個性を認め合い、真に平等な立場で、家庭や職場、学

校、地域などのあらゆる場面に参画できる「女（ひと）と男（ひ

と）で築く、やさしく住みよいまちづくり」を基本理念として、

宇城市の男女共同参画社会の実現をめざします。 

 
 

１ 私たちは、一人一人の人権を尊重し、個性と能力が発揮で
きる宇城市をめざします。 

 
 

１ 私たちは、あらゆる分野に男女が共に等しく参画できる宇
城市をめざします。 

 
 

１ 私たちは、みんなが健康で安全に安心して暮らせる宇城市
をめざします。 

 
 

１ 私たちは、市、市民、事業者が協働し、未来に輝くフロン
ティアシティ・宇城をめざします。 

 
 

宇城市はここに「男女共同参画都市」を宣言します。 

 
 

平成１９年１１月２１日        宇城市  
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■宇城市における女性の登用状況

①市管理職の女性の登用

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

女性
割合
(%)

総数 女性
割合
(%)

部長級 10 0 0.0 11 0 0.0 10 0 0.0 10 0 0.0 9 0 0.0

総数 女性

11.8 20 2 10.0 16 2

総数
割合
(%)

総数 女性
割合
(%)

総数 女性
割合
(%)

12.5 15 2 13.3 13 2 15.4

課長級 33 4 12.1 29 6 20.7 31 7 22.6 34 7 20.6 31 6 19.4

部次長級 17 2

59 9 15.3 53 8 15.1

課長補佐兼係長級 88 34 38.6 80 29 36.3 72 26 36.1 73 31 42.5 71 30 42.3

計 60

5 35.7 9 1 11.1 8 0

15.86 10.0 60 8 13.3 57 9

0.0 14 2 14.3 23 4 17.4

計 102 39 38.2 89 30 33.7 80 26 32.5 87 33 37.9 94 34 36.2

係長級 14

合計（役付き） 162 45 27.8 149 38 25.5 137 35

職員全体
(特別職を除く)

478 203 42.5 452 192 42.5 432 184

総数 女性 割合(%) 総数 女性 割合(%)

25.5 146 42 28.8 147 42 28.6

42.6 421 182 43.2 431 188 43.6

5 2 40.0 5 1 20.0 5 1

（各年度4月1日現在　単位：人）

②地方自治法（第180条の5）に基づく委員会等の女性登用

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

総数 女性 割合(%) 総数 女性 割合(%) 総数 女性 割合(%)

20.0 5 2 40.0 5 2 40.0

選挙管理委員会 4 1 25.0 4 1 25.0 4 1 25.0 4 1 25.0 4 0 0.0

教育委員会

3 0 0.0 3 2 66.7

農業委員会（農業委員） 13 1 7.7 13 1 7.7 13 1 7.7 13 3 23.1 13 3 23.1

監査委員 3

2 40.0 5 2 40.0 5 2

0.00 0.0 3 0 0.0 3 0

40.0 5 2 40.0 5 2 40.0

広域でない委員会委員数合計 30 6 20.0 30 5 16.7 30 5 16.7 30 8 26.7 30 9 30.0

固定資産評価審査委員会 5

0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

（各年度4月1日現在　単位：人）

③市議会議員

広域の委員会の委員数合計 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

22 22 20 20

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

条例定数 22 22 22 22 22

(各年度5月1日現在　単位：人)

役職

委員会等名

うち女性の数 1 4 4 4 3

女性の割合（％） 4.8 18.2 18.2 20.0 15.0

欠員 1 0 0 2 2

現員総数 21
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④その他要綱等に基づく委員会、協議会、推進委員会等の女性の登用

総数 女性
割合
（％）

総数 女性
割合
（％）

総数 女性
割合
（％）

総数 女性
割合
（％）

総数 女性
割合
（％）

25 5 20.0 25 5 20.0 23 3 13.0 23 3 13.0 20 2 10.0

20 9 45.0 20 9 45.0 24 13 54.2 24 13 54.2 24 14 58.3

14 3 21.4 14 3 21.4 14 3 21.4 14 3 21.4 14 3 21.4

24 11 45.8 25 12 48.0 22 11 50.0 22 10 45.5 22 9 40.9

208 24 11.5 208 19 9.1 208 20 9.6 208 19 9.1 208 22 10.6

16 11 68.8 16 12 75.0

15 5 33.3 15 5 33.3 15 5 33.3 15 5 33.3 15 5 33.3

3 1 33.3 3 1 33.3 3 1 33.3 3 1 33.3 3 1 33.3

12 1 8.3 12 1 8.3 9 0 0.0 9 0 0.0

20 2 10.0 22 2 9.1 22 1 4.5 22 0 0.0 23 0 0.0

14 6 42.9

14 2 14.3

80 80 100.0 80 80 100.0 76 76 100.0 77 77 100.0 70 70 100.0

176 74 42.0 175 72 41.1 175 74 42.3 175 74 42.3 175 78 44.6

15 7 46.7

627 232 37.0 629 223 35.5 591 207 35.0 592 205 34.6 589 211 35.8

Ｒ
3

30 30

年
度

2 2

Ｒ
4

33 30

年
度

2 2

Ｒ
5

31 27

年
度

2 2

Ｒ
6

35 35

年
度

2 2

Ｒ
7

35 35

年
度

2 2

宇城市農業振興地域整備促進協議会

健康宇城市２１推進協議会

委員会等名
令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

宇城市環境対策委員会

宇城市障がい者計画・障がい福祉計
画審議会

宇城市食育推進委員会
※健康宇城２１推

進会議と統合
※健康宇城２１推

進会議と統合
※健康宇城２１推

進会議と統合

宇城市地域福祉計画・宇城市地域福
祉活動計画策定協議会

宇城市教育委員会評価委員会

宇城市男女共同参画庁内推進会議

宇城市都市計画マスタープラン・
立地適正化計画策定委員会

宇城市母子保健推進員会

宇城市健康づくり推進員

宇城市医療的ケア児支援地域協議会

合　　計

宇城市まち・ひと・しごと創生有識者会
議

※宇城市総合政策
審議会と統合

宇城市地域公共交通活性化協議会

宇城市後継者結婚対策推進委員会 令和５年８月終了 令和５年８月終了

⑤地方自治法２０２条の３に基づく審議会等の女性の登用

委員総数
うち女性
委員数

割合（％）

広域の審議会を除く審議会等数 うち 女性委員のいる審議会数 412 106 25.7

広域の審議会等数 うち 女性委員のいる審議会数 82 28 34.1

広域の審議会を除く審議会等数 うち 女性委員のいる審議会数 698 167 23.9

広域の審議会等数 うち 女性委員のいる審議会数 80 27 33.8

広域の審議会を除く審議会等数 うち 女性委員のいる審議会数 665 152 22.9

広域の審議会等数 うち 女性委員のいる審議会数 77 27 35.1

広域の審議会を除く審議会等数 うち 女性委員のいる審議会数 711 178 25.0

広域の審議会等数 うち 女性委員のいる審議会数 79 30 38.0

広域の審議会等数 うち 女性委員のいる審議会数 76 26 34.2

広域の審議会を除く審議会等数 うち 女性委員のいる審議会数 713 160 22.4
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分類 № 部 課 係 組織名 条例・規則 定員 任期 期間 総委
員数

女性
委員数

1 1 市民部 防災消防課 防災消防係 宇城市防災会議 宇城市防災会議条例 定めなし ２年 R7.4.1～R9.3.31 41 9

1 2 福祉部 社会福祉課 地域福祉係 宇城市民生委員推薦会 宇城市民生委員推薦会規則 １４人以内 ３年 R6.7.4～R9.7.3 13 3

1 3 保健衛生部 医療保険課 国保年金係
宇城市の国民健康保険事業の運営に
関する協議会

宇城市国民健康保険条例 10人 ３年 R6.5.28～R9.5.27 10 4

1 4 広域連合 総務課 介護福祉係 介護認定審査会 介護保険法第十四条 110人以内 ２年 R7.4.1～R9.3.31 70 29

1 5 保健衛生部 衛生環境課 衛生環境係 宇城市環境審議会 宇城市環境基本条例 １５人以内 ２年 年度途中（委嘱日）～翌年度末まで ・・・ ・・・

1 6 教育部 生涯学習課 公民館係 宇城市公民館運営審議会 宇城市公民館条例 １０人以内 ２年 R7.4.1～R9.3.31 10 4

1 7 教育部 生涯学習課 生涯学習係 宇城市社会教育委員 宇城市社会教育委員設置条例 １０人以内 ２年 R7.4.1～R9.3.31 10 5

1 8 教育部 生涯学習課 生涯学習係 宇城市図書館協議会 宇城市立図書館条例 １０人以内 ２年 R7.4.1～R9.3.31 10 6

1 9 教育部
文化スポーツ
課

文化財
世界遺産係

宇城市文化財保護審議会 宇城市文化財保護審議会条例 １５人以内 ４年 R7.4.1～R11.3.31 7 0

1 10 土木部 都市整備課 都市計画係 宇城市都市計画審議会 宇城市都市計画審議会条例 １４人以内 ２年 R7.1.8～R9.1.7 14 4

1 11 広域連合 総務課 介護福祉係 障害支援区分認定審査会 障害者自立支援法第十五条 ２０人以内 ２年 R7.4.1～R9.3.31 9 1

1 12 総務部 総務課 行政係 宇城市明るい選挙推進協議会 宇城市明るい選挙推進協議会条例 １５人以内 ２年 R6.4.1～R8.3.31 13 3

1 13 市民部 防災消防課 防災消防係 宇城市交通安全対策推進委員会 宇城市交通安全対策推進委員会条例 27 ― 充て職のため、任期なし 27 1

1 14 教育部 教育総務課 学務係 宇城市教育支援委員会 宇城市教育支援委員会条例 ３０人以内 ２年 R5.6.1～R7.5.31 13 5

1 15 教育部 生涯学習課 生涯学習係 宇城市不知火美術館運営協議会 宇城市不知火美術館条例 １０人以内 ２年 R7.4.1～R9.3.31 8 4

1 16 教育部 生涯学習課 生涯学習係 宇城市不知火美術館専門委員会 宇城市不知火美術館条例 2人以上 4年 R5.4.1～R9.3.31 3 1

1 17 教育部 生涯学習課 人権教育係 宇城市人権教育推進協議会 宇城市人権教育推進協議会条例 １５人以内 ２年 R7.4.1～R9.3.31 15 3

1 18 市民部 防災消防課 防災消防係 宇城市生活安全推進協議会 宇城市生活安全条例 １６人以内 ２年 R6.2.22～R8.2.21 16 1

1 19 教育部 生涯学習課 生涯学習係 宇城市文化ホール運営審議会 宇城市文化ホール条例 １３人以内 ２年 R7.4.1～R9.3.31 9 2

1 20 教育部 学校施設課 学校給食係 宇城市立学校給食運営委員会 宇城市学校給食運営委員会条例 ３５人以内 １年 R6.6.1～R7.5.31 33 15

1 21 総務部 総務課 文書法規係 宇城市個人情報保護審査会 宇城市個人情報保護条例 ５人以内 ２年 R7.4.1～R9.3.31 4 1

1 22 総務部 総務課 文書法規係 宇城市情報公開審査会 宇城市情報公開条例 ５人以内 ２年 R7.4.1～R9.3.31 4 1

1 23 総務部 人権啓発課 人権啓発係 宇城市男女共同参画審議会 宇城市男女共同参画推進条例 １５人以内 ２年 R6.4.1～R8.3.31 9 4

1 24 総務部 人権啓発課 人権啓発係
宇城市豊野町コミュニティーセンター
運営委員会

宇城市豊野町コミュニティーセンター条例 ２０人以内 ２年 R5.11.1～R7.10.31 16 4

1 25 総務部 人権啓発課 人権啓発係
宇城市男女共同参画社会推進委員
会

宇城市男女共同参画社会推進委員会条例 ２０人以内 ２年 R6.4.1～R8.3.31 15 8

1 26 土木部 都市整備課 都市計画係 宇城市景観審議会 宇城市景観条例 １５人以内 ２年 R6.2.28～R8.2.27 8 3

1 27 福祉部
こどもセン
ター

少子化対策 宇城市子ども・子育て会議委員 宇城市子ども・子育て会議条例 １５人以内 ２年 年度途中（委嘱日）～翌年度末まで ・・・ ・・・

1 28 市長政策部 企画課 企画統計係
宇城市総合計画審議会
宇城市総合政策審議会

宇城市総合計画審議会条例
宇城市総合政策審議会審議会条例

２０人以内
１５人以内

２年 年度途中（委嘱日）～2年間 ・・・ ・・・

1 29 総務部 総務課 文書法規係 宇城市行政不服審査会 宇城市行政不服審査法施行条例 ３人 ２年 R5.12.1～R7.11.30 3 1

1 30 市長政策部 地域振興課
まちづくり推
進係

宇城市空家等対策協議会 宇城市附属機関設置条例 １５人以内 ２年 R6.6.1～R8.5.31 11 2

1 31 教育部 学校施設課 学校給食係 宇城市食物アレルギー対応委員会
宇城市附属機関設置条例
宇城市食物アレルギー対応委員会運営要綱

20人以内 １年 年度途中（委嘱日）～年度末まで ・・・ ・・・

1 32 教育部 文化スポーツ課
文化財
世界遺産係

宇城市三角西港文化的景観検討委員会宇城市附属機関設置条例 １０人以内 ２年 令和10年度まで休止中 ・・・ ・・・

1 33 教育部 文化スポーツ課
文化財
世界遺産係

宇城市文化的景観整備活用委員会 宇城市附属機関設置条例 １０人以内 ２年 R6.7.1～R8.6.30 6 0

1 34 福祉部 高齢介護課
高齢者支援
係

宇城市高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画審議会

宇城市附属機関設置条例、宇城市高齢者保
健福祉計画・介護保険事業計画審議会運営
要綱

２０人以内 ３年 R6.4.1～R9.3.31 14 4

1 35 福祉部 高齢介護課
高齢者支援
係

宇城市成年後見制度利用促進審議
会

宇城市附属機関設置条例、宇城市成年後見
制度利用促進審議会要綱

１０人以内 ４年 R7.4.1～R11.3.31 9 4

1 36 経済部
国営事業推
進課

国営第1係
国営第2係

宇城市土地改良事業換地委員会 宇城市附属機関設置条例

大口西部：12
人

里浦：15人
国営事業：15

換地処
分完了ま

で

事業地区により任期期間に相違
有 176 0

1 37 福祉部 社会福祉課 地域福祉係 宇城市災害義援金配分委員会 宇城市災害義援金配分委員会運営要綱 ５人＋α
所掌事

務終了ま
で

部長級５人 5 0

1 38 教育部 教育総務課 学務係 宇城市学校運営協議会
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
宇城市学校運営協議会規則

204人以内 １年 R7.4.1～R8.3.31 181 58

全体 792 190

広域 79 30

広域外 713 160

令和7年度　宇城市　委員会・審議会等　女性登用状況　調査票 令和7年４月1日現在　　　人権啓発課人権啓発係

分類１　　　地方自治法第２０２条の３に基づく「審議会等」
　　　　　　　　（法令、条例で設置されているもので、設置根拠となる条文の中で、調停、　審議、審査、調査などを行うと定められているものとなっています。）
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分類 № 部 課 係 組織名 条例・規則 定員 任期 期間
総委
員数

女性
委員数

2 1 教育部 教育総務課 総務係 宇城市教育委員会 宇城市教育委員会委員定数条例 ５人 ４年 各委員期間が異なる 5 2

2 2 総務部 総務課 行政係 宇城市選挙管理委員会 地方自治法第１８１条 ４人 ４年 R7.3.30～R11.3.29 4 0

2 3 宇城市監査委員 宇城市監査委員に関する条例 ３人 ４年

識見
代表　R5.7.1～R9.6.30
　　　　R6.7.3～R10.7.2
議選　R6.7.3～R8.4.30

3 2

2 4 宇城市農業委員会（農業委員） 農業委員会等に関する法律 １３人 ３年 R5.7.20 ～ R8.7.19 13 3

2 5
宇城市農業委員会（農地利用最適化
推進委員）

農業委員会等に関する法律 ２０人 ３年 R5.7.21 ～ R8.7.19 20 0

2 6 総務部 総務課 行政係 宇城市固定資産評価審査委員会 宇城市固定資産評価審査委員会条例 ５人 ３年 R5.3.24～R8.3.23 5 2

計 50 9

【要綱等によるもの】

分類 № 部 課 係 組織名 要綱等 定員 任期 期間 総委
員数

女性
委員数

3 1 経済部 農政課 農政係
宇城市農業振興地域整備促進協議
会

宇城市農業振興地域整備促進協議会運営
要綱

３０人以内 ２年 年度途中（委嘱日）～２年間 ・・・ ・・・

3 2 保健衛生部
健康づくり推
進課

さしより野菜
推進係

健康宇城市２１推進協議会 健康宇城市２１推進協議会設置要綱 ３０人以内 ２年 R6.4.1～R8.3.31 24 14

3 3 福祉部 社会福祉課
障がい福祉
係

宇城市障がい者計画・障がい福祉計
画審議会

宇城市障がい者計画・障がい福祉計画審議
会設置要項

２０人以内 ３年 R5.8.1～R8.7.31 14 3

3 4 総務部 人権啓発課 人権啓発係 宇城市男女共同参画庁内推進会議 宇城市男女共同参画庁内推進会議要綱 ２５人 １年 R7.4.1～R8.3.31 22 9

3 5 保健衛生部 衛生環境課 衛生環境係 宇城市環境対策委員会 宇城市環境対策委員会設置要綱
分別収集場
所に原則1人

２年 R6.4.1～R8.3.31 208 22

3 6 福祉部 社会福祉課 地域福祉係
宇城市地域福祉計画・宇城市地域福
祉活動計画策定協議会

宇城市地域福祉計画・宇城市地域福祉活動
計画策定協議会設置要綱

１５人
５年
以内 R7.4.1～R12.3.31 15 5

3 7 教育部 教育総務課 総務係 宇城市教育委員会評価委員会 宇城市教育委員会評価委員会設置要綱 ３人
委嘱した
年度の翌
年度末ま

で

R6.6.1～R8.3.31 3 1

3 8 市長政策部 企画課 企画統計係 宇城市地域公共交通活性化協議会
宇城市地域公共交通活性化協議会設置要
綱

定員なし ２年 R6.4.1～R8.3.31 23 0

3 9 保健衛生部 健康づくり推進課地域保健係 宇城市母子保健推進員会 宇城市母子保健推進員設置要綱 ７１人 ２年 R7.4.1～R9.3.31 70 70

3 10 保健衛生部 健康づくり推進課さしより野菜推進係宇城市健康づくり推進員 宇城市健康づくり推進員設置要綱 １７６人 ２年 R7.4.1～R9.3.31 175 78

3 11 福祉部 社会福祉課 障がい福祉係宇城市医療的ケア児支援地域協議会 宇城市医療的ケア児支援地域協議会設置要綱指定無し ２年 R7.4.1～R9.3.31 15 7

計 569 209

792 24.0%

50 18.0%

569 36.7%

1,411 28.9%

9

分類２　　　地方自治法第１８０条の５（市町村におかなければならない）に基づく「委員会等」

監査委員事務局

分類3（任意） 209

合　　計 408

農業委員会事務局

農業委員会事務局

分類３　　　法令または条例以外の要綱等で任意に設置している委員会等

分類１（地方自治法202条の3） 190

分類2（地方自治法180条の5）

5
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令和７年度 事業実績     人権啓発課  

事 業 人 内    容 備  考 

❶男女共同参画審議会

（9人） 

男性 5 人・女性 4 人 

 

① 宇城市男女共同参画事業計画について 

② 令和 7 年度宇城市男女共同参画計画実績報

告について 

 

① 4/28(6人) 

② 3/16(8人) 

❷宇城市男女共同参画

社会推進委員会 

（15人） 

男性 7 人・女性 8 人 

 

① 定例会議（3回開催） 

事業計画及びパートナーシップ・フェステ

ィバル、市民意識調査、要望書提出につい

て 

② 啓発活動（ウイングまつばせロビー） 

パープルリボン、オレンジリボンパネル展 

③ 要望書の提出 

「女性登用等に関する要望書」を、市長へ   

提出 

④ 自主勉強会（視察研修） 

熊本市男女共同参画センター はあもにい 

 

 

① 5/9(11人) 

8/4(9人) 

11/4(8人) 

 

② 開催期間 

10/30～11/25 

③ 1/13  

会長・副会長対応 

 

④ 1/23(7人) 

   

❸宇城市男女共同参画

庁内推進会議 

（22人） 

男性 13 人・女性 9 人 

 

行政内の管理職と女性職員代表の 22人で構成。 

・女性登用の促進に向けた取り組みについて 

・男女共同参画社会推進委員会要望書について 

 

 

開催中止（R7.8月豪雨

災害業務優先） 

関係資料を配布 

 

❹人権教育啓発推進員

（38人） 

男性 26 人・女性 12 人 

 

各部署から選任された 38人で構成。 

①ハンセン病問題と水俣病問題を学ぶため、菊

池恵楓園や水俣市立水俣病資料館などで研修

を実施。 

 

②上巣林教育集会場にて、男女共同参画推進 

の取り組みについて協力依頼、指導員による人

権研修（現地研修）を行った。 

 

 

① 5/20、5/29 

(計 36人) 

 

 

② 1/26(36人) 
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❺パートナーシッ

プ・フェスティバ

ル 

基調講演の講師に、昨年好評だった大分県佐伯市

の鷹鳥屋神社宮司で口演家の矢野大和さんを講

師に迎え、「身近な男女共同参画」というテーマで

講演会を開催予定していたが R7.8 月豪雨災害に

より開催中止。 

 

日時 

9/13（土）13:30～ 

場所 

ウイングまつばせ 

 

「中止」 

❻各種団体・企業へ

の啓発（出前講座） 

 

➀三角町地域婦人会連絡協議会  

②豊野町民生委員児童委員連絡協議会 

③豊川校区役員会 

④三角町民生委員児童委員連絡協議会 

⑤宇城市社会福祉協議会 

⑥小川町行政区長会 

⑦不知火町民生委員児童委員連絡協議会  

 

①  4/24  44人 

②  7/10  16人 

③  7/25  36人 

④  10/8  21人 

⑤  10/30 42人 

⑥  11/25 36人 

⑦  2/10   24人 

❼パートナーシッ

プ・セミナー 

 

① ヨ ガ か ら は じ ま る わ た し の 整 え 時 間     

講師：ヨガインストラクター 田中 裕美 さん 

 

②親子でつくろう！うきのもんハンバーガーセ

ット  

講師：管理栄養士・料理家 相藤 春陽 さん 

 

③カスタムボールペンづくり 直感でいこう 

好きな色、好きなデザイン  

講師：ハンドメイド作家 清水 元美 さん 

 

① 8/23  14人 

② 9/6   16人 

③ 9/20   21人 

❽パートナーシップ

通信（広報うき）       

 

広報うき「ウキカラ」に、啓発・イベント記事

を掲載し、市民へ男女共同参画社会の啓発と意

識向上を図った。 

 

 

毎月 1回 

半ページ掲載 

 

❾女性人材リスト登

録事業（31人） 

 

① 女性の社会参画を支援・促進するため、各分野 

における人材の情報を収集し、審議会等の委員候

補を紹介 

 

② 地域での男女共同参画推進に向けて、研修会 

を開催 

次世代へのエール！！ きちんと知りたい 出

産適齢期と女性の健康 

講師：うちの産婦人科院長 内野 貴久子 さん 

 

 

① 令和 7年度の登録 

新規登録者 2人 

 

 

②11/27研修会 15人 
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❿男女共同参画推進

事業者の表彰 

広報うき「ウキカラ」7 月号へ募集記事を掲載及

び募集チラシを宇城市企業クラブに配布し募集

したが、令和 7年度は応募が無かったため実施し

ていない。 

募集期間 

6月 2日～7月 7日 

⓫男女共同参画週間 

パネル展 

 

男女共同参画週間（6月 23日～29日）に合わせ、

市民に向け、男女共同参画に関するパネル展を実

施。今年度は県男女共同参画センターから男女共

同参画の推進に係る啓発クイズのパネルを借用

して開催した。 

展示期間 

6/21～29 

場所 

ウイングまつばせ 

⓬その他 

 

① 審議会・委員会等への女性登用の促進につい

て職員へ周知（部長会議資料及び業務掲示板

への掲載） 

② 宇城市企業クラブ総会で、宇城市の男女共同

参画事業について案内 

③ 宇城市企業クラブ担当課（商工観光課）と、事

業主向けセミナーなどの情報を共有 

④ 男女共同参画ＤＶＤ貸出事業 

 

 

① 6/16 

 

  

② 5/28 

 

③ 随時 

 

④ 16件 
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宇城市男女共同参画計画体系図 

 

重点目標 施策の基本方向 № 具体的施策 

Ⅰ 社会制度・慣行

の見直し、意識

の改革 

１ 男女共同参画の視点

に立った社会制度・

慣行の見直し、意識

の改革 

1 パートナーシップ・セミナー、出前講座 

2 パートナーシップ・フェスティバル 

3 広報紙による啓発活動 

4 啓発資料などによる情報提供 

5 
市女性職員の職域拡大及び男女の固定的な業務分担の

見直し 

6 行政内での人権教育啓発推進員の設置 

7 行政内におけるハラスメントの防止 

8 図書の充実と情報提供 

9 市で発行する広報紙などメディアにおける表現の配慮 

２ 政策・方針決定過程

への女性の参画の拡

大 

10 男女共同参画を推進するリーダーの育成 

11 女性人材の育成及び女性人材リストの作成 

12 あらゆる分野への男女共同参画の推進 

13 地域活動組織への女性役職登用の働きかけ 

14 市女性職員の管理職への登用推進及び職員研修の充実 

Ⅱ 男女の人権尊重 

 

１ 人権に関する意識啓 

  発 

15 市職員などの人権意識の向上 

16 豊野町コミュニティーセンターの事業 

17 人権フェスタ in うきし 

18 人権擁護員による相談事業 

19 市内企業に対する研修会の開催 

20 各種団体への教育・啓発 

２ あらゆる暴力の根絶 

21 DV・ハラスメント・いじめ・虐待などに関する啓発 

22 相談体制の充実 

23 関係機関の連携強化 

３ 生涯を通じた男女の

健康支援 

24 住民健診事業 

25 健康教育と健康相談 

26 
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関す

る健康・権利）教育 
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Ⅲ 家庭・地域での

男女共同参画推

進 

１ 高齢者・障がい者福

祉の推進 

27 後期高齢者医療保険制度啓発事業 

28 介護保険制度学習会 

29 福祉サービス提供事業者への指導 

30 健康教室での介護予防のための情報提供 

31 高齢者・障がい者生きがい対策事業 

32 高齢者学級 

２ 子育てに関する支援

の充実 

33 市主催行事における託児サービスの推進 

34 保育所における多様な保育の推進 

35 放課後児童クラブ（学童保育）の拡充 

36 ファミリーサポートセンター事業の拡大 

37 子育てひろば育児支援 

38 乳幼児健診・相談・教室・訪問指導 

39 ひとり親（母子・父子）家庭への経済支援 

40 子育てに関する情報提供と相談体制の充実 

３ 男女の仕事と生活の

調和 

41 育児・介護休業法の事業所への周知 

42 男性のための料理教室 

４ 男女共同参画に関す

る教育・学習の充実 

43 男女共同参画の視点に立った教育の推進 

44 教職員や保護者への男女共同参画教育の推進 

45 小中学校での人権学習への支援 

Ⅳ 就業の場での男

女共同参画推進 

１ 雇用などの分野にお

ける男女の均等な機

会と待遇の確保 

46 雇用の場における男女の均等な機会と待遇の確保 

47 男女共同参画推進事業者の表彰 

48 企業へのハラスメント防止のための啓発 

２ 商工業・農林水産業

における男女共同参

画の推進 

49 商工業・農林水産業における女性の登用促進 

50 家族経営協定 

51 女性農業者への支援 

Ⅴ 安心して生活で

きる環境づくり 

１ 防災・その他の分野

における男女共同参

画の推進 

52 市民の防災意識の向上 

53 防犯灯整備事業 

54 巡回パトロール 

55 男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進 
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重点目標Ⅰ 　社会制度・慣行の見直し、意識の改革
施策の基本方向 １ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

1 パートナーシップ・セ
ミナー、出前講座

男女共同参画に関わる社会背景や法制度について学び、男女
共同参画社会についての知識・理解を深め、暮らしの中で実
践していくことを目的に、一般市民向けのセミナー・講演会
を開催します。また、各種団体への講演会や出前講座も実施
します。

人権啓発課 有 【セミナー】
①ヨガからはじまるわたしの整え時間
②親子でつくろう！うきのもんハンバーガーセット
③カスタムボールペンづくり　直感でいこう　好きな色、好きなデザイン

【出前講座】
➀三角町地域婦人会連絡協議会
②豊野町民生委員児童委員連絡協議会
③豊川校区役員会
④三角町民生委員児童委員連絡協議会
⑤宇城市社会福祉協議会
⑥小川町行政区長会
⑦不知火町民生委員児童委員連絡協議会

【セミナー】
1回　計20人

【出前講座】
計10回　304人

【セミナー】
①8/23　 14人
②9/6　  16人
③9/20   21人
　計3回　51人

【出前講座】
➀4/24　 44人
②7/10　 16人
③7/25　 36人
④10/8　 21人
⑤10/30　42人
⑥11/25　36人
⑦2/10   24人

　計７回 219人

【セミナー】
男女共同参画への気づきや参画に繋がるセミ
ナーを企画し開催していくと共に、幅広い年齢
層の参加を目指す。

【出前講座】
各種団体等に出前講座の実施を呼びかけ、市民
や事業主・社員に対し、暮らしやすい・働きや
すい環境づくりを推進していく。

2 パートナーシップ・
フェスティバル

男女共同参画社会推進委員会と協議しながら、講演会などを
開催し広く一般市民や事業所に意識啓発を行うことで、男女
がともに支えあい個性と能力を発揮できる男女共同参画での
人づくり・地域づくりに努めます。

人権啓発課 無 昨年好評だった大分県佐伯市の鷹鳥屋神社宮司で「口演家」の矢野 大和
さんを今年度も講師に迎えて、「身近な男女共同参画」というテーマで基
調講演を9月13日に開催予定であったが、8月10日からの豪雨災害の為、開
催を急遽中止した。

入場者198人 引き続き、来場者が男女共同参画について学
び、知識と理解を深める内容を検討する。ま
た、幅広い市民が参加できるよう集客について
は、アンケート結果を基に関係各課と連携して
取り組む。

3 広報紙による啓発活動 広報うき「ウキカラ」に毎月「パートナーシップ通信」とし
てコーナーを設け、男女共同参画に関する記事を掲載し、市
民に広く周知・啓発を行います。

人権啓発課 有 広報紙に毎月「パートナーシップ通信」として掲載。パートナーシップ・
セミナーやパネル展などの取組み、啓発用ＤＶＤ貸出、女性人材リスト登
録の募集についてなど、男女共同参画の理解と啓発促進に向けた記事を掲
載した。

掲載ページ数（A4判）
　 半ページ×12回

掲載ページ数（A4判）
　 半ページ×12回

今後も男女共同参画の必要性が共感できる記事
を掲載していく。

4 啓発資料などによる情
報提供

男女共同参画に関する啓発ＤＶＤの貸し出しを行います。 人権啓発課 有 毎年度ＤＶＤを1枚購入しており、今年度は「人権全般」に関するＤＶＤ
を購入。啓発ＤＶＤ貸出事業について、広報紙やホームページ、出前講座
等で周知した。

利用者10件
「アンコンシャス・バイアス
をなくそう」「あなたがあな
たらしく生きるために」など

利用者16件
「アンコンシャス・バイアス
をなくそう」「大切なひと」
など

所持しているＤＶＤ等の関連教材を有効に活用
していく。また、当課で所有している教材には
限りがあるため、県や他自治体との連携を図
り、情報の発信・対応をしていく。

5 市女性職員の職域拡大
及び男女の固定的な業
務分担の見直し

男女均等な職務経験の付与に努め、性別による固定的な業務
分担にならないよう、管理監督者への啓発を行うなど、市が
率先して男女が平等に働ける職場環境づくりを進めます。
具体的には、
○行政職員の職域拡大の観点から、従来の慣行的職員配置を
見直し、自己申告などを利用した人事異動や課内部での職務
分担の変更を進めます。
○男女共同参画の意義を研修し、これまでの固定観念にとら
われず事務を担当するなどの意識改革を促します。

総務課 有 性別に関わらず個人の適性等に配慮した人事異動、職務分担を実施した。
性別に関係なく公平に配置されていると思われる職員の割合については、
現在基準は無いが、今後も自己申告を基に意見を聴取していく。

これまでどおり性別に関わらず個人の適性等に
配慮した人事異動、職務分担を実施していく。

6 行政内での人権教育啓
発推進員の設置

年数回の研修への参加を促し、実態や取り組み状況などの進
捗状況報告などを行うことで、視野やネットワークを広げ、
各部署での明るい職場づくりのリーダーとなることを目的と
し、市行政の各部署に「人権教育啓発推進員」を設置しま
す。

人権啓発課 有 人権教育啓発推進員39人（各部署1人）を対象に研修を2回実施。
①5/20、29　ハンセン病問題と水俣病問題を学ぶため、推進員を分けて、
菊池恵楓園や水俣市立水俣病資料館などで研修を実施した。
②1/26  上巣林教育集会場にて、男女共同参画計画に係る施策の実施、女
性登用の促進に向けた取り組みの依頼や指導員による人権研修（現地研
修）を行った。

①5/28　 39人
②3/12　　39人

①5/20、29　36人
②1/26　 　 36人

市民憲章（「人権」のまちづくり）をもとに、
市職員の人権意識の向上と、今後も庁内におい
て働きやすい職場環境作りを進めるとともに、
各部署で行う市民向けサービスにおいても男女
共同参画の視点を意識して施策の推進を図るよ
うに研修を行う。

7 行政内におけるハラス
メントの防止

それぞれの人権を尊重し、対等なパートナーとしての意識の
もと業務を遂行するよう、意識啓発のための職員研修を行い
ます。また所属長及びハラスメント相談員は、職場における
ハラスメントを防止し、良好な職場環境の形成に努めます。

総務課 有 各職場にハラスメント相談員を選任し、ハラスメント相談体制を整えた。
また、所属長及びハラスメント相談員を対象に、職場のハラスメント防止
のための相談員研修を実施した。

ハラスメント相談件数：5件
ハラスメントに関する情報提
供：1回（掲示板）
ハラスメントに関する研修会
開催：1回

ハラスメント相談件数：5件
ハラスメントに関する情報提
供：2回（掲示板）
ハラスメントに関する研修会
開催：1回

今後も職員研修の一つとして、ハラスメントに
関する内容を取り入れていき、掲示板で情報提
供及び啓発を実施する。また、新たに外部相談
窓口を設置するとともに、相談窓口の周知徹底
を行う。

宇城市男女共同参画計画　令和７年度実績報告

№ 具体的施策 取り組み内容 担当課

実
施
有
無

取り組み指標
今後の方向性
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宇城市男女共同参画計画　令和７年度実績報告
・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

8 図書の充実と情報提供 各図書館における「男女共同参画社会の関係蔵書」の購入・
蔵書リストに基づき、利用の推進を図ります。また、継続し
て「男女共同参画社会に関する資料」の収集を行い、リスト
の作成と関係資料の特集を組み、情報提供の促進を図りま
す。

生涯学習課 有 男女共同参画週間に合わせて本館でミニフェアを実施した。選書のテーマ
としては①女性の仕事復帰、男性の育児参加に関する資料、②女性起業
家、男性起業家に関する資料、③近代社会で奮闘・活躍した女性に関する
資料」を中心に集め、関連チラシやリーフレットも展示と合わせて設置し
来館者へ情報提供を行った。

男女共同参画関連
・関連図書資料　　700冊
・視聴覚資料　    9点

男女共同参画関連 ミニフェ
ア
・関連図書資料　　50冊

今後も継続して関連資料の収集や男女共同参画
週間と連動させた展示を行い、子どもから高齢
者までの幅広い年代に情報発信をしていく。

9 市で発行する広報紙な
どメディアにおける表
現の配慮

内閣府「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」をガ
イドラインとし、市が発行する刊行物が性差別につながる文
章表現や写真・イラストなどを掲載しないように啓発を行い
ます。

人権啓発課 有 人権教育啓発推進員研修において、関係資料と併せて「人権の視点からの
情報発信～行政としての責任と社会的影響への配慮～」に関する周知を
行った。

5/28　39人 1/26　36人 ガイドラインの周知と市の刊行物の表現の
チェックを継続して行う。

施策の基本方向　２ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

10 男女共同参画を推進す
るリーダーの育成

一般市民による、地域に密着した「男女共同参画社会づく
り」を推進するため、国・県が開催する研修会への参加を支
援します。今後も同様に参加者を募り、特に参加の少ない男
性の地域リーダーの育成も促します。

人権啓発課 無 県主催の「男女共同参画社会づくり地域リーダー育成事業」を男女共同参
画社会推進員等へ周知したが、一般の応募がなく不参加。

職員1名参加 今後も研修生を幅広く募集し、男女共同参画を
推進するリーダーの育成を図る。

11 女性人材の育成及び女
性人材リストの作成

女性団体などのネットワークづくりや学習会の実施、女性人
材リスト登録者への研修などを通して、意思決定の場に参画
できる女性の人材や地域リーダーを育成します。また、人材
リストの幅広い年齢層の登録をめざし、充実を図ります。

人権啓発課 有 女性人材リスト登録者が男女共同参画に関する知識と理解を深め、積極的に
市の施策決定の場である審議会・委員会、市の事業等で能力を発揮し活躍
してもらうように研修会を開催した。
①次世代へのエール！！　きちんと知りたい　出産適齢期と女性の健康

3/24研修会　30人
新規登録者　0人

①11/27研修会　15人
新規登録者　2人

より幅広い人材を募集するとともに、委員会・
審議会登用や講師選定の際に積極的にリストの
活用を図ってもらうよう各課に周知を図ってい
く。

12 あらゆる分野への男女
共同参画の推進

各種審議会・委員会などへの女性登用を積極的に推進し、
30％の目標を達成するため、庁内推進会議や人権教育啓発推
進員研修会の中で周知を図るほか、男女共同参画社会推進委
員会から市長及び市議会議長へ女性の登用に関する「要望
書」を提出し、積極的な女性の登用につなげます。

人権啓発課 有 女性登用促進について、庁内推進会議や人権教育啓発推進員会議において
登用促進のための協力依頼を行った。また、男女共同参画社会推進委員会
では市長に対し、女性の登用促進に関する内容を含む要望書の提出が行わ
れた。

①部長会議1回：12/20
②業務掲示板1回：12/20
②要望書提出1回：3月末
③人権教育啓発推進員会議2
回：
　　5/28、3/12
⑤庁内推進会議1回：7/17

①業務掲示板1回：6/16
②要望書提出1回：1/13
③人権教育啓発推進員会議1
回：
　　1/26
④庁内推進会議：資料配布

今後も市の審議会等の設置や改選の際に女性登
用の促進が図られるよう、各課にガイドライン
に基づく協議書の提出を依頼し、女性委員を増
やしていく。また、その際に女性人材リスト登
録者の活用が図られるように周知していく。

有 【総務課】行政区長会総会時に男女共同参画に関する情報を提供した。役
員改選についての相談時に女性の登用を提案した。行政区長会研修時に啓
発DVDを視聴後、意見交換を行った。

女性行政区長数：3人 女性行政区長数：3人

無 【三角支所】会議が１回のみ開催で、内容も最小限に限られた為、働きか
けが出来なかった。

無 【不知火支所】選挙時の投票立会人について、男女共同参画の観点から女
性の立会人の推薦依頼がある旨を説明し、女性推薦の理解を求めた。

各行政区長来庁時

有 【小川支所】①行政区長会時に宇城市人権啓発指導員による女性の登用促
進を含む「男女共同参画」に関する研修を実施した。
②参議院議員選挙期日前投票に係る投票立会人として、地域婦人会に依頼
し、委嘱を行った。

②期日前投票立会人：小川町
婦人会　11人

①行政区長会研修時：1回
②期日前投票立会人：小川町
婦人会　16人

有 【豊野支所】①行政区長会においては会議が一回のみの開催で、内容も最
小限に限られた為、働きかけが出来なかった。
②選挙立会人は、選挙毎に男女1名づつの推薦を呼びかけ、半数は女性が
選出されている。また、女性投票管理者の登用も行っている。

①行政区長会研修時：1回 ②期日前投票立会人
　豊野町：17/32名
　期日前投票管理者
　豊野町：6/16名

14 市女性職員の管理職へ
の登用推進及び職員研
修の充実

キャリアアップのための政策立案研修などへの参加を推進
し、男女共同参画の視点に立った職員研修を実施します。ま
た、男女の昇進機会の均等を図るため、昇任試験を実施しま
す。

総務課 有 ４級昇格試験を実施し、積極的な受験を促した。
ワークライフバランスを確保する施策の検討により、性別やライフステー
ジによらず誰もが活躍できる組織の実現に向けて取り組んでいく。

前年度との比較（人）
【管理監督職女性登用】
部長級：0→0
部次長級：2→2
課長級：6→7
課長補佐級：35→34
係長：0→2
※課長級以上8→9
【係長昇任試験】
受験者：8→13
１次合格者：6→7
２次合格者：6→1
〇係長昇任試験者に占める女
性の割合32.5％
〇管理職に占める女性の割合
15.0％

前年度との比較（人）
【管理監督職女性登用】
部長級：0→0
部次長級：2→2
課長級：7→7
課長補佐級：34→29
係長：2→4
※課長級以上9→9
【４級昇格試験】
受験者：13→13
１次合格者：7→7
２次合格者：1→6
〇係長昇任試験者に占める女
性の割合30.0％
〇管理職に占める女性の割合
16.36％

管理職に占める女性の割合20％の目標を達成す
るために、阻害する要因を分析した上で実現の
ための施策を検討し推進する。

機会があるごとに、情報の提供や働きかけに努
めていく。

　

実
施
有
無

13 地域活動組織への女性
役職登用の働きかけ

行政区長会議などで、男女共同参画の研修または、情報を積
極的に提供し、機会あるごとに行政区役職への女性登用を働
きかけます。

総務課
各支所総合窓

口課

今後の方向性№ 具体的施策 取り組み内容 担当課

実
施
有
無

取り組み指標

№
取り組み指標

今後の方向性具体的施策 取り組み内容
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宇城市男女共同参画計画　令和７年度実績報告
重点目標Ⅱ 　男女の人権尊重
施策の基本方向 １ 人権に関する意識啓発

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

総務課
人権啓発課

有 　11/8及び11/9に開催された部落解放第37回熊本県研究集会に正職員参加
の参加を要請した。
　また、参加できなかった正職員及び会計年度任用職員を対象に1/28及び
1/29に市役所3階大会議室で各日2回計4回に分け、職員人権同和研修会を
実施。

実施回数　4回
会計年度任用職員を含む全職
員。研修出席者553名
※インフルエンザや新型コロ
ナウイルス感染症により欠席
した職員には資料を配布。

実施回数　6回
会計年度任用職員を含む全職
員(669名)が対象。
※病気等により欠席した職員
には資料を配布。

今後も状況に応じながら職員が参加しやすい研
修となるよう工夫し、引き続き実施する。

生涯学習課 有 市内保育園・幼稚園(27か所）を対象とした「就学前指導者人権教育研
修」を2月5・6日の午後に3回に分けて実施。市職員研修は、人権啓発課と
共同で実施している。

実施回数：2回実施
参加者数：約100人

実施回数：3回実施
参加者数：約100人

今後も市内の全保育園・幼稚園に参加を呼びか
け、全ての指導者への人権研修を積極的に取り
組んでいく。

16 豊野町コミュニティー
センターの事業

部落差別をはじめ、あらゆる差別を解消する発信拠点とし
て、住民相談や教室・講座、現地研修などを実施します。ま
た、教室・講座を開催する中で、女性問題などの人権学習を
取り入れ、人権意識の高揚に努めます。

人権啓発課 有 【地域交流事業】
①しめ縄・ミニ門松づくり教室　12月21日(日)
【自主講座】
②初心者向けパソコン教室（水曜コース）6月～9月
　毎月2回・水曜日（全8回）
③初心者向けパソコン教室（金曜コース）6月～9月
　毎月2回・金曜日（全8回）
④きめこみパッチワーク教室　7月～9月　毎月2回・月曜日（全6回）
⑤さしより野菜Cooking　7月～9月　毎月1回・木曜日（全3回）
⑥ぶらり・ウキ・歴史探訪　9月～1月　毎月1回・木曜日（全5回）
⑦はじめの一歩書道教室　11月～2月　毎月2回・火曜日（全8回）
⑧健康教室（レクダンス）　9月～10月　毎月2回・木曜日（全4回）
⑨第12回コミセンKaTaRu宿　対象市内小4～6年生　7月31日(木)～8月1日
(金)
⑩スマホ教室　7月～9月　毎月2回・水曜日（全6回）
【現地研修】
教育事務所・小学校・中学校等依頼による
【住民相談】
人権相談・生活相談・就職相談など

①27人
（男性6人、女性21人）
②60人(予定)
③83人
（男性40人、女性43人）
④10人
（男性3人、女性7人）
⑤9人
（男性3人、女性6人）
⑥4人
（男性0人、女性4人）
⑦0人（最少開催人数を下
回ったため、中止）
⑧8人
（男性2人、女性6人）
⑨11人
（男性2人、女性9人）
⑩13人
（男性0人、女性13人）
⑪29人
（男性10人、女性19人）
⑫9人
（男性4人、女性5人）
【現地研修】14団体310人
【住民相談】生活相談8件・
教育相談2件

①32人
（男性7人、女性25人）
②11人
（男性4人、女性7人）
③10人
（男性2人、女性8人）
④5人
（男性0人、女性5人）
⑤7人
（男性1人、女性6人）
⑥7人
（男性3人、女性4人）
⑦6人
（男性2人、女性4人）
⑧7人
（男性0人、女性7人）
⑨33人
（男性13人、女性20人）
⑩10人
（男性4人、女性6人）
【現地研修】24団体377人
【住民相談】生活相談12件・
教育相談2件

事業を計画通り実施することができ、各参加者
数もコロナ禍前と同水準以上に増加した。今後
も安全安心に施設利用が出来るよう配慮する。
また、宇城市豊野町コミュニティーセンター運
営委員会の意見等を踏まえ、魅力ある事業及び
講座を推進し、市民の人権意識の高揚を図る。
さらに、住民相談の窓口としての充実を目指
し、職員のスキルアップを図る。

17 人権フェスタinうきし 講演会や保育園、小・中及び支援学校の発表を通して、人権
尊重の必要性について理解を深めるとともに、豊かな人権感
覚を身につけ、すべての市民がこの地域に生まれて良かった
と思えるような地域社会を築き上げることを目的として実施
します。また、参加しやすいように市内5会場で開催し、市民
の人権意識の高揚を図るとともに、より多くの市民に参加し
ていただけるよう、イベント内容などについても検討を行い
ます。

生涯学習課 有 講演を中心に、人権擁護委員による活動紹介や、コッコロ隊の出演。ま
た、小中学校・特別支援学校の人権標語や人権啓発パネル展示を人権フェ
スタ開催各会場（５会場）で行った。また、昨年度からコロナ禍後再開し
た、子どもらのアトラクション等の参加団体を増やした。

実施回数：年5回
参加者：延べ1,204人

実施回数：年5回
参加者：延べ1,361人

今後も内容の充実を図りながら、市民が参加し
やすいように地域毎の会場での開催を継続して
いく。市民の人権意識の高揚を図り、住みやす
い地域社会の構築につなげる。

18 人権擁護委員による相
談事業

女性問題・DV・ハラスメントをはじめとする人権問題につい
て、市内5地域で人権擁護委員による人権相談を実施します。

人権啓発課 有 市内5地区（三角支所・不知火防災拠点センター・市役所新館・小川防災
拠点センター・豊野支所）にて、人権擁護委員による特設人権相談を開催
した。（行政相談員による行政相談(担当課：総務課)と同時開催。）な
お、開催日等は広報誌・回覧・情報メールで周知している。

開催数：30回
相談者：21人

開催数：29回 今後も市民へ広く周知を行い、人権擁護委員と
連携し、事業に取り組む。

19 市内企業に対する研修
会の開催

宇城市企業クラブなどに対し、人権同和問題・男女共同参画
について社員研修を実施します。

人権啓発課 有 企業クラブ総会で事業を紹介すると共にホームページにも掲載し周知を
行った。今年度は、同和問題（部落差別）１件の研修を開催した。

出前講座実施 2件
①7/27(株)スエトミ キッズ
ランドこころ　22人
②9/5就労移行支援センター
らぽーる宇城　35人

出前講座実施 1件
10/30宇城市社会福祉協議会
42人

参加者の満足度が向上するよう、内容の充実を
図る。

20 各種団体への教育・啓
発

高齢者学級・女性学級・婦人学級・家庭教育学級などの団体
へ人権学習を行ったり、各種講座に地域人権教育指導員を講
師として派遣したりすることによって、教育・啓発に努めま
す。

生涯学習課 有 各地区の高齢者・女性学級等の公民館講座の中で、人権教育講座を一つ以
上加えてもらっている。また、人権フェスタinうきしを講座の一つにする
ことで、全受講生に参加してもらう。

高齢者学級  11学級
女性学級  5学級

高齢者学級　11学級
女性学級　5学級

今後も各種講座や各種団体などの学習会に、人
権教育講座の導入をすすめ、引き続き人権意識
の高揚や啓発に努める。

15 市職員などの人権意識
の向上

市職員など（会計年度・臨時を含む）を対象に、毎年人権同
和問題研修会を開催し、部落差別・男女差別などあらゆる差
別解消に向けて行政職員としての意識高揚を図っていきま
す。行政職員として、継続して学習することが重要であるた
め、年1回以上は全職員が人権同和問題研修会に参加します。
年1回の全職員研修以外に、各種の人権同和問題研修会や研究
集会などにも職員の参加を要請します。

取り組み内容
取り組み指標

今後の方向性№ 具体的施策 担当課

実
施
有
無
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14

宇城市男女共同参画計画　令和７年度実績報告
施策の基本方向 ２ あらゆる暴力の根絶

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

高齢介護課 有 介護サービス従事者連絡協議会の全体研修会（Web)で高齢者虐待に関する
研修を実施し、介護サービス従事者への啓発を行い、あわせて市の高齢者
虐待の発生状況と傾向を伝え、医療・介護サービス従事者と情報共有を
図った。

研修会1回 研修会：1回 次年度も引き続き高齢者虐待に関する啓発・研
修を要介護施設従事者向けに実施していく。

社会福祉課 有 障害者虐待防止センターや関係自治体と連携し、障害者の虐待通報事案に
ついて、ケース会議の開催や当事者及び虐待者からの聞き取りを行った。

ケース会議：5件
家庭訪問：0件
研修　1回

虐待通報件数　５件
施設及び病院等の訪問　５件

障害者虐待防止センターと連携し、通報があっ
た際は速やかに事案の全容把握と被害者の状態
の確認を行う。

子ども未来課 有 社会福祉課・市民課・健康づくり推進課・教育委員会・子どもセンター・
警察等と連携し、個別相談・ケース検討会議などを通じて、市民の意識や
実態を把握するよう努めた。

ケース対応で市民の意識や実態を把握し、今後
の支援策に活かす。

こどもセン
ター

有 女性相談員(母子・父子自立支援員)・社会福祉課・市民課・健康づくり推
進課・教育委員会・警察等と連携し、個別相談・ケース検討会議などを通
じて、市民の意識や実態を把握するよう努めた。また、ウイングまつばせ
ロビーにおいてパネル展示や講話を行い啓発に努めた。

11月：パネル展示と広報に掲
載

他部署や関係機関との連携を通して市民の意識
や実態を把握し、様々な機会を活かして啓発や
支援をしていく。

人権啓発課 有 ①11月の「パープルリボン：女性に対する暴力をなくす運動」の期間中に
「オレンジリボン：児童虐待防止推進キャンぺーン」と併せて、こどもセ
ンターと共同で啓発しおりを作成、また、ウイングまつばせロビーにおい
て啓発パネル展を行った。会場には大型ツリーを設置し、来場者にオレン
ジとパープルのメッセージカードに暴力根絶への思いを書いて、ツリーに
結んでもらうという取組みを行った。
②広報11月号にパネル展実施と啓発ポスターを掲載した。

①しおり配布
各10部ずつ庁舎トイレに設置
（本庁＋各支所）
※メッセージカードへの記入
117枚
②広報誌掲載：半ページ
③パートナーシップ・フェス
ティバルプログラム（裏面へ
女性の相談窓口記載）配布：
来場客198名

①しおり配布
各10部ずつ庁舎トイレに設置
（本庁＋各支所）
※メッセージカードへの記入
201枚
②広報誌掲載　半ページ

引き続き、市民に向けて広く啓発及び相談窓口
の周知を行うとともに、若年層に向けた啓発を
進めるために教育機関と連携して取り組んでい
く。

高齢介護課 有 市地域包括支援センターで総合相談窓口を設けて高齢者虐待の相談に対応
した。虐待通報に関しては同センターと連携し状況に応じてケース検討会
議を行った。

研修参加：4回
ケース会議：8回

研修参加：6回
ケース会議：8回

今後も市地域包括支援センターと連携し、相談
体制の充実を図る。

社会福祉課 有 ｢障害者虐待防止法｣に基づき、障害者虐待防止センターを設置し、通報・
届出・相談を24時間・365日の対応を行った。

通報：1件
届出：1件
相談：25件
調査：19件

通報５件
届出５件

24時間・365日の通報・届出・相談対応できる
体制を継続し、早期発見・早期対応・早期支援
に努める。

子ども未来課 有 相談業務に関する知識・技能の向上のため、行政・相談員連絡協議会等に
よる研修会に積極的に参加してスキルアップを図った。

国3回、県5回、協議会2回 国7回、県7回、協議会1回 今後も引き続き、熊本県や熊本市・警察など外
部の相談機関を活用し連携して取り組んでい
く。

こどもセン
ター

有 児童虐待・相談支援業務に関する知識・技能の向上のため、児童相談所・
行政等による研修会に積極的に参加した。

児相2回
県1回

県２回（行政と児童家庭支援
センター）

こどもセンターが中心となり、包括的に子育て
や児童虐待等の相談や支援体制を構築してい
く。

人権啓発課 無 女性からの相談や情報提供があった場合は、状況に応じて女性相談員（子
ども未来課）へ情報共有を行う。

庁内の相談業務を担当している職員と連携して
適切な相談体制を構築していく。

生涯学習課 有 「子ども安心コール」について、小中学生及び保護者に対し、チラシの配
布や市HP等を通じて、広くPRした。
電話で相談を受け付けており、必要に応じて相談員と相談者の面談、学校
や関係各機関との連携による問題解決を図っている。

相談件数：4件 相談件数：0件 各小中学校を訪問し、児童生徒や保護者へ「子
ども安心コール」を周知すると共に、広報紙や
インターネット等を活用し、悩んでいる児童生
徒や保護者に情報が届くよう、体制作りに取り
組む。

22 相談体制の充実 DV・ハラスメント・虐待相談に対して適切な対応ができるよ
う、様々な研修会などへの参加により、各種相談員の資質の
向上を図るとともに、関係機関（警察・女性相談センター・
市民課・民生委員・行政区長など）と連携し、早急な対応が
できる体制を確立します。いじめについては、人権教育な
ど、心の教育を中心に実施し、物事のルールや規範意識の醸
成を行います。心の相談員、駆け込み電話、学校啓発連絡協
議会などを通じ、心のケアを行い、心身ともに調和の取れた
青少年の健全育成をめざします。

具体的施策 取り組み内容№ 担当課

実
施
有
無

取り組み指標

21 DV・ハラスメント・い
じめ・虐待などに関す
る啓発

広報紙や市ホームページへの掲載や講演会・講座の開催を通
して、DVなどが人権侵害であることや、相談窓口について広
く市民に周知します。また、あらゆる機会を利用して各機関
や各課と連携しながら、広報や展示物、研修会などにおいて
暴力の根絶に努めます。

今後の方向性
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宇城市男女共同参画計画　令和７年度実績報告
・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

介護事業所、警察、民生委員、地域包括支援センター等と連
携し、虐待の早期発見・早期対応を行います。また、宇城市
高齢者虐待防止ネットワーク協議会を設置しており、必要に
応じ会議及びケース検討会議を開催します。

高齢介護課 有 必要に応じて、担当者から県認知症対策地域ケア推進課・高齢支援課や県
虐待専門職チームへ、虐待に関する専門的な相談・報告や研修会の講師派
遣依頼等を行っている。

相談：1回
報告：3回
依頼：1回

報告：3回
相談、派遣依頼なし

今後も県や専門機関等との連携を強化してい
く。

宇城圏域障害者虐待防止センターを設置するとともに、宇城圏域障
がい者支援協議会に有識者、警察等の関係団体及び地域関係組
織の代表者等が所属する権利擁護部会を設置し虐待防止のネット
ワークを構築しています。これら2つの機関が連携し虐待の早期発
見・早期対応を行います。

社会福祉課 有 　宇城圏域障害者虐待防止センター会議を開催し、障害者虐待に関する検
討会を行った。また、宇城圏域障がい者支援協議会運営会議において、虐
待防止センターや各市町の後見センター等との情報共有や障害者の権利擁
護に対する課題の整理を行った。

障害者虐待防止センター会
議：3回

虐待防止センター会議：３回
運営会議：２回

宇城圏域障害者虐待防止センター会議や宇城圏
域障がい者支援協議会運営会議を計画的に開催
し、常に関係機関や関係者の連携を深め、早期
発見・早期対応・早期支援に努める。

子ども未来課 有 県女性センター等と連携し、意見交換や情報交換をするなどして連携の強
化を図った。宇城市要保護児童対策協議会の「実務者会議」で、関係機関
との情報交換等を行った。

ケース対応での情報交換等を通じて関係機関と
の連携を強化する。

こどもセン
ター

有 ケース検討会議等を通じて連携を密にし、適切・迅速な支援が行えるよう
努めている。また、宇城市要保護児童対策地域協議会の「代表者会議」
「実務者会議」「個別ケース検討会議」を適宜行い、関係機関によるケー
スの情報交換等を行った。

代表者会議：1回
実務者会議：1回
ケース会議：100回

代表者会議：１回
実務者会議：４回
個別ケース検討会議：約100
回

代表者会議・実務者会議・ケース会議等を通し
て、関係機関への周知啓発及び連携強化に努め
る。

対象児童の状況把握や、情報交換を行うための協議会の求め
に応じて、家庭児童相談員などと連携し、情報交換及び協議
を行い、対象児童・生徒の状況把握をするとともに状況改善
を行います。

教育総務課 有 児童福祉センターが主催する児童相談担当者連絡会議で、対象児童・生徒
の状況把握と支援方法について意見交換し連携強化の取り組みを行った。

実施回数：12回 実施回数：20回 今後も児童相談担当者会議で、対象児童・生徒
の状況把握や支援方法について連携強化に取り
組んでいく。

施策の基本方向 ３ 生涯を通じた男女の健康支援

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

24 住民健診事業 生活習慣病の予防・早期発見のため、生活習慣病健診及びガ
ン検診の受診を促進するとともに、健診結果に対応した個別
の健康指導を行い、充実を図ります。

健康づくり
推進課

有 ○特定健診（基本健診）について、20歳以上の希望する住民に対し受診で
きる機会を設けている。
○がん検診については,国の実施方針に沿って実施している。
○健診受診者に対しては、健診結果により生活習慣改善必要者に個別面
談・訪問等を実施。要精密検査未受診者に対しては、受診勧奨訪問等を実
施している。

特定健診
対象者数：9,298人
受診者数：3,895人
受診率：41.9％

特定健診
対象者数：8,703人
受診者数：3,734人
受診率：42.9%

・特定健診受診率は、増加傾向にあるが、第４
期特定健康診査等実施計画の目標(60％)には達
していない状況である。受診率向上対策とし
て、未受診者や健診中断者に対して、個別の受
診勧奨を図るとともに、各行政区の健康づくり
推進員の協力を得ながら、健診受診と生活習慣
病予防の早期発見・予防の必要性等について広
く周知を図っていく。
・がん検診についてもまずは「受診すること」
が重要であるため、早期発見・早期治療の重要
性を伝えていく。
・若い頃から生活習慣病や健診受診に関する意
識づけができるように乳幼児健診時受診勧奨チ
ラシを配布するなど保健指導に取り組んでい
く。

25 健康教育と健康相談 保健センターなどで、随時・定期の健康相談を電話や面談・
訪問などにより保健師や管理栄養士が受け付けます。また、
必要に応じて関係機関へつなぎます。

健康づくり
推進課

有 〇随時、健康相談を受け、必要に応じ、地区担当保健師が訪問等を実施。
〇健康相談を宇城市保健福祉センターで、実施している。令和６年度より
生活習慣病健診を受けた方のベジメータや体組成測定、相談なども行って
いる。
○健康教育は、ライフステージに合わせた健康講話に生活習慣病予防を目
的とした「さしより野菜・たっぷり野菜・減塩」、宇城市の特定健診関
係・国保医療費・介護保険の状況等を盛り込み実施している。

健康相談：11回　246人
地区健康教育：38回　842人

健康相談：17回　327人
地区健康教育：53回 1071人

・健康相談・健康教育は、引き続き実施予定。
・参加者をみると、高齢期の参加が多いため、
40～50代など若い世代に向けての啓発を目指
す。　　　　　　　　　　　　・健康教育・地
区健康教育に関しては、今後も「さしより野
菜・たっぷり野菜・減塩」や「高血圧予防」を
盛り込んだ、ライフステージに合わせた健康講
話等を実施する予定。

26 リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ（性と生殖
に関する健康と権利）
教育

健康教育、各種相談や子育て広場など様々な機会を通し、男
女を問わずリプロダクティブ・ヘルス/ライツの啓発を行いま
す。 特に、出産後の2か月訪問時には、産後うつ自己評価表
を使って産後のメンタルケアに努める他、各種健診や健康相
談を利用して、性差に偏らない共同子育てを啓発します。

健康づくり
推進課

有 〇2か月児訪問（全戸訪問）等で産後うつ自己評価表を使って産後のメン
タルケアに努める他、各種乳幼児健診や健康相談・母子健康手帳交付時を
利用して、性差に偏らない共同子育てを啓発している。
〇令和５年度より、新たに「産後ケア事業」を開始し、産後ケアを必要と
する人、全員が利用できるように体制整備と周知を図っていった。

母子健康手帳交付者数 325人
2か月児訪問実施率 97.8%
乳幼児健診受診率 97.80%
健康相談　11回　119人
個別相談：　　766人

母子健康手帳交付者数：296
人
2か月児訪問実施率：100%
乳幼児健診受診率98％
健康相談数11回393人
育児相談数98回172人
母子訪問指導、電話相談数
1,330件

今後も、2か月児訪問等で産後うつ自己評価表
を使って産後のメンタルケアに努める他、各種
乳幼児健診や健康相談・母子健康手帳交付時を
利用して性差に偏らない共同子育ての啓発を継
続していく。「産後ケア事業」については、Ｒ
7年度からこどもセンターへ業務移管してい
る。当課での母子保健事業を通して産後ケアを
必要とする人を支援から取りこぼさないよう
に、周知を強化していく。

取り組み指標
今後の方向性担当課

実
施
有
無

取り組み内容№ 具体的施策

23 関係機関の連携強化

ＤＶケースでは、警察、県女性センター等と連携し、相談者の支援を
行います。児童虐待ケースでは、児童相談所、警察、保育所・学校
等と連携して対応します。

№ 具体的施策 取り組み内容 　

実
施
有
無

取り組み指標
今後の方向性

15
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宇城市男女共同参画計画　令和７年度実績報告
重点目標Ⅲ 　家庭・地域での男女共同参画推進
施策の基本方向 １ 高齢者・障がい者福祉の推進

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

27 後期高齢者医療保険制
度啓発事業

後期高齢者医療保険制度の現状と手続きなどを周知する事に
より、適正受診を推進します。毎月実施する説明会と併せ
て、広報紙へも制度について掲載し全世帯への周知を図りま
す。

医療保険課 有 ①新規資格取得時の説明会を感染防止に留意しながら実施した。説明会で
は、医療保険制度の説明、保健師による血圧管理やフレイル予防について
の保健指導を実施した。また、来庁が難しい欠席者にの方には、簡易書留
で郵送する際に、資料にマーカーでチェックするなど、高齢者に分かりや
すように工夫した。
②5年度に引き続き、新規加入者へ歯科口腔健診受診券を交付し、受診率
の向上を図った。

①毎月4カ所(市役所・支所）
で実施
②随時

①毎月4カ所(市役所・支所
等）
で実施
②①以外でも広報紙（年4
回）や健康教室等（140回予
定）でも受診率向上のための
周知を実施

①毎月4カ所(本庁･三角･小川･豊野支所等）で
説明会を実施し、心身の状況を確認すると共に
保険制度への理解を深めてもらうことで、納付
意識を高めてもらう。
②高齢者の保健予防と歯科健診率向上に向けて
取組を強化することで、高齢者の保健事業と介
護予防の一体的実施の取組みの1つであるフレ
イル予防の周知啓発に努める。28 介護保険制度学習会 公的サービスをうまく利用して介護負担が少しでも軽減され

るよう、老人会、各種会合などで学習会を実施します。
高齢介護課 無 　説明会については、各種団体から依頼があった場合に実施しており令和

７年度は依頼がなかったため未実施。
未実施 未実施 今後も希望する団体等に対して説明会を行い介

護・介護保険に関しての理解を深めてもらう。

29 福祉サービス提供事業
者への指導

性別役割分担意識を助長しないようにサービス提供事業者へ
指導を行います。また、地域包括支援センターと連携し、宇
城市介護保険サービス従事者連絡協議会専門部会などにおい
て、利用者の尊厳を尊重したサービス提供に繋がるよう指
導、助言を行います。

高齢介護課 有 　市地域包括支援センターと連携し、市介護保険サービス従事者連絡協議
会専門部会で利用者の尊厳を尊重したサービスの提供につながるような研
修会を実施した。

総実施回数：2回
・居宅部会1回
・福祉系サービス部会1回

総実施回数：2回
・居宅部会1回
・福祉系サービス部会1回

　研修会内容に「利用者の尊厳の尊重」を盛り
込み、今後も継続実施する予定である。

30 健康教室での介護予防
のための情報提供

65歳・75歳の節目に、健康講話を実施し、介護予防の取り組
みの動機づけとします。また、介護保険係や地域包括支援セ
ンター、介護予防事業評価会議、サービス事業所などの会議
へ出席し、介護予防プログラムの実施状況を確認し施策を検
討します。

健康づくり推
進課

有 〇65歳の介護保険被保険者証交付対象者に対し、健診の受診勧奨や生活習
慣病の発症予防・重症化予防に関する情報を郵送し、介護予防につながる
よう情報提供している。希望により個別相談に応じている。（75歳の節目
には医療保険課で健康講話を実施している）
〇介護予防事業評価会議に出席し、介護の状況をふまえ施策を検討してい
る。

実施回数：12回（郵送）、
対象者：671人
個別相談者数：50人

実施回数:12回（郵送）
対象者：655人
個別相談者数：126人

高齢期の生活習慣病予防が、介護予防や健康寿
命の延伸と深くかかわることから、医療保険
課、高齢介護課と連携し、切れ目ない健康づく
りを継続していく。
引き続き、個別相談の機会を設けながら、本市
の健康課題である高血圧や糖尿病予防を中心と
した健診中断者への受診勧奨を継続していく。
介護予防事業の施策については、本市の健康課
題や地域の現状を情報共有し、効果的な施策へ
の検討を継続して実施していく。

高齢介護課 有 　高齢者の生きがいづくりや福祉増進を図るため、老人クラブ運営補助金
を交付し、市老人クラブの活動を支援した。また、高年齢者の就労支援促
進のため市シルバー人材センター運営補助金を交付し、同センターの就労
支援活動を支援した。
作成したポスターを後期高齢者説明会にて掲示したり、ロビーなどでパン
フレットを配布できる環境整備をした。

市老人クラブ連合会補助金：
7,070,000円
シルバー人材センター補助
金：10,981,000円

市老人クラブ連合会補助金：
6,818,000円
シルバー人材センター補助
金：10,981,000円

今後も引き続き高齢者の生きがいづくりや健康
増進のための活動支援を行っていく。

社会福祉課 有 障がいのある人やそのご家族からの就労相談や地域で安心して暮らせるた
めの一般相談の対応を宇城市障がい者自立支援センターで行った。相談形
態は来所、電話、家庭訪問等。

就労相談：330件
一般相談：50件

就労及び一般相談：120件 障がいのある一人一人の状況やニーズを的確に
捉え、ハローワークや相談支援事業所等の関係
機関と連携し支援を行う。また、長期的に就労
できるよう、定着支援も併せて行う。

32 高齢者学級 健康など様々な分野の講座を開催し、「出会い」「触れ合
い」「学び合い」「結びあい」を基本に、学級生の自己の向
上、生活の向上を図り、生涯学習の推進やまちづくりに寄与
することを目的として実施します。

生涯学習課 有 三角町５学級（三角、戸馳、大田尾、郡浦、大岳）、不知火町１学級、松
橋町３学級（松橋、豊川、当尾・豊福）、小川町１学級、豊野町１学級に
おいて、開催した。

11学級
103講座
2,367人

11学級
132講座
2,320人

今後も男女平等等意識を高めて健康づくり等、
各種講座を開催し、自己の向上や地域の交流、
まちづくりに寄与することを目指す。講座内容
も趣向を凝らしアップデートさせ、新規学級生
を増やす。

施策の基本方向 ２ 子育てに関する支援の充実

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

33 市主催行事における託
児サービスの推進

育児中の参加者の利便性を図るため、託児サービスを市主催
行事に設定するよう、関係各課に要請し、推進します。

人権啓発課
こどもセン

ター

有 人権啓発課
・パートナーシップセミナー（ヨガ講座）
・パートナーシップセミナー（親子料理講座）
こどもセンター
・ＮＰプログラム（子育て支援：母親の子育て支援）
・ＢＰプログラム（子育て支援：母子の絆作り）

人権啓発課
・10人

こどもセンター
・60人（見込）
※利用者はほぼ女性

人権啓発課
・1人

こどもセンター
参加者：のべ76人
参加者：のべ149人

本サービスの普及を図るために、趣旨の説明及
び情報提供を随時行う。

34 保育所における多様な
保育の実施

多様化する働き方に対応するため、それぞれの保育需要に応
えて、延長保育・病後児保育・一時預かりなど多様な保育の
充足を図ります。

子ども未来課 有 ①延長保育、②病児・病後児保育、③休日保育、④一時預かり、⑤障がい
児保育等を実施した。

実施保育園：①21園、②2
園、③1園、④11園、⑤20園

実施保育園：①23園、②2
園、③1園、④11園、⑤20園

今後も継続していくとともに、多様な保育サー
ビスのニーズに対応していく。

今後の方向性

高齢者の健康と生きがいづくり、「元気」高齢者の育成、高
齢者の福祉の増進を図るため、老人クラブなどを支援しま
す。また、高齢者の生きがいの充実や高齢者の就労支援の促
進を図ることを目的とするシルバー人材センターの事業を支
援します。障がいのある人が自立し、社会参画しやすい環境
支援を促進します。

取り組み指標

31 高齢者・障がい者生き
がい対策事業

取り組み指標

№ 具体的施策 取り組み内容 担当課

実
施
有
無

№ 具体的施策 取り組み内容 担当課 今後の方向性

実
施
有
無
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宇城市男女共同参画計画　令和７年度実績報告
・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

35 放課後児童クラブ（学
童保育）の拡充

育児と仕事を両立できるように、放課後児童クラブ（学童保
育）を拡充するとともに、障がい児の受入体制を確立しま
す。

子ども未来課 有 宇城市管内12小学校において、16カ所の学童保育所で対応している。保護
者会運営8カ所、社会福祉法人運営8カ所、障がい児の受入れについては、
すべての学童保育所で取組んでいる。

障がい児受入体制となる学童
保育所数：16カ所

障がい児受入体制となる学童
保育所数：16カ所

各種研修会等に参加し、指導員の資質の向上を
図り、今後も継続して取組んでいく。

36 ファミリーサポートセ
ンター事業の充実

ファミリーサポートセンター業務について、令和５年度より
市直営となり、こどもセンター内にて業務を行っている。事
業を広く周知するとともに、共働き家庭などの子育て支援を
充実します。また、緊急サポートセンター事業も取り込んだ
形で拡充します。

こどもセン
ター

有 育児の支援を行いたい人（援助会員と）育児の支援を受けたい人（利用会
員）とを会員として事業を実施中。会員状況（援助会員53人、利用会員
166人、両方会員5人、実会員224人）

・研修:3回
・会合(交流会):1回
・事前打ち合わせ:21回
・相談:18件
・説明会:40件
・啓発活動:2431件
・活動（月平均11件）

・研修:3回
・会合(交流会):1回
・事前打ち合わせ:38回
・相談:27件
・説明会:83件
・啓発活動:3294件
・活動（月平均12件）

令和５年度から市直営での運営を行っており、
利用会員の増加は見られるも援助会員の登録者
が少ない状態。今後はファミリーサポートセン
ター事業について周知し、援助会員の会員確保
に取り組んでいく。

37 子育てひろば育児支援 就学前の乳幼児と保護者が集い、交流・育児情報交換、仲間
づくりの場を提供することで、育児不安の解消を図り、育児
支援を行うことを目的に、令和５年度から市で直営している
「子育てひろば」として実施します。

こどもセン
ター

有 市HPや市役所ロビー・保健センターに子育てひろば通信を掲載し、事業を
広く周知している。また、ひろばでの活動や交流を通して、育児不安や孤
立等の解消に努めた。R5.5月から新型コロナウイルスが5類となり、今ま
で制限されていた人数制限も解除され、より多くの親子が利用できるよう
になった。R5.7月から不知火支所2階に移転し、ひろばの活動を行ってい
る。

月平均利用人数250人 月平均利用人数300人 平成27年度から支援センターと同様の子育て拠
点事業を展開している。地域に根付いた特色の
ある活動を実施し、利用者の増に繋げる。

38 乳幼児健診・相談・教
室・訪問指導

健診や育児相談、訪問指導などを実施し、年齢に応じた育児
情報の提供を行い、親がゆとりをもって子育てできるよう支
援します。保護者が安心して子育てできるよう、健診などで
の個別相談を充実します。

健康づくり推
進課

有 〇乳幼児健診や健康・育児相談、訪問指導等を実施し、年齢に応じた育児
情報の提供（資料・ホームページ・広報等）を行い、親がゆとりをもって
子育てできるよう支援している。
〇保護者が安心して子育てできるよう、乳幼児健診等での個別相談・乳幼
児訪問・電話相談等を実施し、地区担当保健師・管理栄養士を中心に対応
している。
〇今年度から、母子手帳・子育て支援アプリ「UKI星」を活用し、月齢に
応じた情報をプッシュアップで提供した。

乳幼児健診受診率98％
健康相談数11回119人
育児相談数89回169人
母子訪問指導、電話相談数
1,656件

乳幼児健診受診率98％
健康相談数11回393人
育児相談数98回172人
母子訪問指導、電話相談数
1,330件

安心して子育てができるように、乳幼児健診や
育児相談、訪問指導等を実施し、年齢に応じた
育児情報の提供を行い、地区担当保健師・管理
栄養士を中心に今後も支援していく。母子手
帳・子育て支援アプリ「UKI星」を充実させ、
子育ての不安の軽減を図っていく。

39 ひとり親（母子・父
子）家庭への経済支援

ひとり親（母子・父子）家庭の自立を目標に、児童扶養手当
支給・医療費助成など経済的な支援を行います。また、広報
やホームページなどを利用し、生活福祉資金貸付制度を周知
するとともに、母子自立支援員を中心に、就職の斡旋・技能
の習得を支援します。

子ども未来課 有 ひとり親（母子・父子）家庭の自立を目標に、児童扶養手当支給・医療費
助成だけでなく職業訓練や支援制度等についてホームページに掲載し周知
に努めた。

・高等職業訓練自立支援教育
訓練給付金利用者：4名
・自立支援給付金利用者：1
名

・高等職業訓練促進給付金利
用者：3名
・自立支援教育訓練給付金利
用者：1名

児童扶養手当申請や現況届・医療費助成申請の
際に就職・転職・資格取得相談等あった場合、
制度説明等行い、今後もひとり親家庭の自立に
向けて支援していく。

子ども未来課 有 市のホームページ及び市広報で子育てに関する情報を提供した。

こどもセン
ター

有 子育てに関する相談事業の周知と情報提供を行うとともに、市のHPや宇城
市母子・子育て支援アプリ『Uki星』を活用し、子育てに関する情報提供
を行った。

施策の基本方向 ３ 男女の仕事と生活の調和

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

41 育児・介護休業法の事
業所への周知

市内事業所の会合、宇城市企業クラブ研修会などの機会を捉
え、育児・介護休暇が取りやすい職場環境づくりへの理解を
求めるとともに、育児・介護休業法に関するリーフレットや
広報及びホームページなどで周知し、理解を図ります。

商工観光課 有 企業クラブ会員へのチラシ配布
企業クラブ行政との懇談会での議題の1つとし、参加者で議論を行った。

研修会　1回
チラシ配布　29部

研修会　1回
チラシ配布　34部

引き続き、関係課と連携して、研修会等を開催
する。チラシ配付、広報及びＨＰなどで周知、
理解を図っていく。

42 男性のための料理教室 男性も自らの健康に気を配り、元気に暮らしていくことがで
きるよう、食生活改善推進員などと協力をしながら、自立支
援と生活習慣病の予防を目的に、男性対象の料理講習を実施
します。

健康づくり推
進課

有 〇初心者コースとステップアップコースを設け、対象者に合わせた料理講
習を食生活改善推進員と協力し実施。さしより野菜・たっぷり野菜・減塩
レシピをはじめ、家庭で作りやすいレシピや季節に合わせたレシピの説明
と料理講習を行った。
○参加しやすい事業展開を行うため、初心者コースを小川会場、ステップ
アップコースを松橋・三角会場にて実施した。

実施回数
・初心者コース5回
・ステップアップコース22回
計27回
参加者数
・延べ　311人

実施回数
・初心者コース5回
・ステップアップコース20回
計25回
参加者数
・延べ　311人

回数や場所等検討しながら、今後も継続して実
施し、さしより野菜・たっぷり野菜・減塩等の
実践をはじめ、食生活を通じた健康に対する意
識高揚を図るとともに、男性の家事自立を支援
し、男女共同参画の社会づくりの一翼を担って
いく。

№ 具体的施策 取り組み内容 担当課

実
施
有
無

取り組み指標

実
施
有
無

取り組み指標

市広報・HP及び母子・子育てアプリ『Uki星』
を活用し情報を発信する。

40

今後の方向性

子育てに関する情報提
供と相談体制の充実

子育て支援センター・保育所・保健センターの各施設におい
て、子育てに関する情報提供と相談に対応します。

今後の方向性

№ 具体的施策 取り組み内容 担当課
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宇城市男女共同参画計画　令和７年度実績報告
施策の基本方向 ４ 男女共同参画に関する教育・学習の充実

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

43 男女共同参画の視点に
立った教育の推進

男女共同参画の視点に立った教育を推進できるよう、校内研
修などを通して教職員間の相互理解を図り、教育の中で積極
的に男女共同参画意識を高める機会を設けます。

教育総務課 有 男女共同参画意識は、教職員、児童生徒間で共有できており、児童・生徒
会役員や係活動などについて性別に関係なく選出し協力ができている。

男女混合名簿の導入
小学校12校
中学校5校

男女混合名簿の導入
小学校12校
中学校5校

男女平等、共同参画意識の向上に向け、発達段
階ごとの教材研究を行い、男女共同参画の視点
に立った教育を推進していく。

44 教職員や保護者への男
女共同参画教育の推進

教職員や保護者が校内研修や授業参観時のミニ教育懇談会を
通して、固定的な性別役割分担意識を見直し、男女共同参画
意識を高める取り組みを行います。

教育総務課 有 男女共同参画に関する視点を入れた研修を通して、教職員間で男女共同参
画を学習し意識を高める取り組みを行った（７校は講話での研修実施）。

研修等実施
小学校12校
中学校5校

研修等実施
小学校12校
中学校5校

今後も、校内研修や各種保護者会時に男女共同
参画についての学びを推進していく。

45 小中学校での人権学習
への支援

小中学校で行われる人権学習の授業へ要望により宇城市地域
人権教育指導員の講師派遣や人権ＤＶＤの貸与などで学校で
の人権学習への支援を行います。

生涯学習課 有 ①市内学童保育所で「子ども人権出前講座」を実施。（夏休み期間中）
②市内小中高への人権DVDの貸与。
③要請により地域人権教育指導員が講師となり学校へ訪問、授業づくりの
支援を行う。

①7学童施設、240人
②4校
③1校

①10学童施設、349人
②延べ7校
③1校

人権教育主任会議等で人権教育の講師派遣や視
聴覚教材の貸し出しの呼びかけを行う。今後
も、各講座等を継続して実施していく。

重点目標Ⅳ 　就業の場での男女共同参画推進
施策の基本方向 １ 雇用などの分野における男女の均等な機会と待遇の確保

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

商工観光課 有 企業クラブ会員へのチラシ配布 研修会　2回開催
チラシ配布　44部

研修会　2回開催
チラシ配布　44部

引き続き、関係課と連携して、研修会等を開催
する。チラシ配付、広報及びＨＰなどで周知、
理解を図っていく。

人権啓発課 有 企業クラブの総会を利用して事業紹介を行った。また、依頼があった団体
に対し出前講座を実施した。

出前講座2回 出前講座1回 引き続き、男女共同参画推進の必要性を伝えら
れるよう、出前講座などの取組内容を改良しな
がら継続的に取り組んでいく。

47 男女共同参画推進事業
者の表彰

男女共同参画の視点から、優良な取り組みを行う企業を表彰
するとともに、企業の取り組みを紹介します。

人権啓発課 無 企業クラブ総会や広報誌、ホームページで募集したが、応募がなかった。 企業クラブ総会や広報誌、ホームページで呼び
かけを行い、他の方策等も考慮する。

商工観光課 有 企業クラブ会員へのチラシ配布 研修会　2回開催
チラシ配布　44部

研修会　2回開催
チラシ配布　44部

引き続き、関係課と連携して、研修会等を開催
する。チラシ配付、広報及びＨＰなどで周知、
理解を図っていく。

人権啓発課 無 企業クラブ総会で出前講座とＤＶＤ貸出事業の周知を行ったが、申し込み
がなく実施しなかった。

市内事業所に必要性を伝え研修を行っていく。
併せて研修会が困難な場合はＤＶＤ貸出事業の
周知を図る。

施策の基本方向 ２ 商工業・農林水産業における男女共同参画の推進

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

農政課 有 宇城市農業振興地域整備促進協議会委員においては関係団体から選出して
おり、女性の積極的な推薦を依頼したが2／20名となっている。農業女性
アドバイザーからの登用については登録人数が少なくなり、推薦してもら
うことはできなかった。
人・農地プランついては終了。

農振協議会:25名中女性5名
人・農地プラン検討委員会:
　　　　　　 6名中女性2名

農振協議会:20名中女性2名 関係団体推薦としているため、次回改選時に3
割を超えるよう女性の選出について積極的な協
力依頼を行う。

商工観光課 無 宇城市後継者結婚対策推進委員会での女性委員の登用を行う予定であった
が、令和５年８月で宇城市後継者結婚対策推進事業が終了したため実施し
なかった。

宇城市後継者結婚対策推進事業が終了し委員会
もなくなり、今後の予定はない。

農業委員会 有 令和8年7月の改選に向けて、行政区長へ積極的な推薦の依頼。
令和7年11月にくまもと農業委員会女性委員の会委員として、九州・沖縄
ブロック農業委員会女性委員研修会に3名参加。女性の視点から求められ
る活動のあり方や、県域を越えた情報収集・意見交換等を行うことができ
た。

委員33名中女性委員3名 委員33名中女性委員3名 改選後、くまもと農業委員会女性委員の会へ加
入し、地域農業者の期待に応えれるよう研修会
等に積極的に参加し、農業委員会活動における
資質向上に努める。

取り組み指標
今後の方向性

今後の方向性№ 具体的施策 取り組み内容 担当課

実
施
有
無

取り組み指標

実
施
有
無

取り組み指標
取り組み内容 担当課

49 商工業・農林水産業に
おける女性の登用促進

施策方針・決定の場へ女性の参画を推進するため、商工関係
団体や農林水産関係団体などへの女性の積極的な登用を図り
ます。

48 企業へのハラスメント
防止のための啓発

市内事業所の会合などの機会を捉え、ハラスメント防止への
理解を深め、事業所の従業員を対象にハラスメント研修を実
施します。

46 雇用の場における男女
の均等な機会と待遇の
確保

市内事業所に対し、研修会や出前講座、広報・ポスターなど
を利用して、男女雇用機会均等法及び労働基準法の周知と職
場での男女共同参画推進の理解を図ります。

担当課

実
施
有
無

№ 具体的施策 今後の方向性

№ 具体的施策 取り組み内容
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宇城市男女共同参画計画　令和７年度実績報告
・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

50 家族経営協定 女性の農業労働・家事労働を適正に評価し、農休日の確保や
報酬などの就業条件を整備した家族経営協定の締結を推進す
ることで、女性の共同経営者としての地位を確立し、社会参
画を支援します。 また、各認定農業者組織でメリット（意
義）をPRし、締結戸数の拡充を目指します。

農政課 有 認定農業者の新規・更新申請時において、「家族農業経営協定の」概要を
説明し、新規締結の取組を支援した。

家族経営協定締結数：191戸
（三角39、不知火15、松橋
51、小川72、豊野14

家族経営協定締結数：205戸
（三角42、不知火15、松橋
55、小川78、豊野15

家族協定を補助金の対象条件としているものも
あり、引き続き協定の推進を図ります。

51 女性農業者への支援 女性農業者の地位向上・能力の活用に向けて、農業団体、女
性組織などとの連携による推進体制を強化するとともに、農
業経営者としての自覚や、経営活動への一層の参画促進のた
めに、女性認定農業者の拡大を図ります。

農政課 有 ①市認定農業者協議会女性部において農産物の特産品ついて研修を実施
し、認定農業者協議会支部にて女性部活動・研修会を実施した。

②農業女性アドバイザーを１名推薦し、県より認定された。

③熊本県等が主催する女性農業者向けのセミナーやフォーラムについて、
宇城市農業再生協議会のLINEにて周知を行った。

①女性部研修5回
（宇城市が主体となって実施
している指標に変更）
（内訳）
本体1回  三角1回
松橋1回  小川2回

①認定農業者協議会活動
女性部研修4回
（内訳）本体1回　不知火1回
松橋1回　小川1回
②農業女性アドバイザー認定
者１名（総会及び研修会　２
回/年）
③LINE周知　１回

①認定農業者協議会女性部活動を継続すること
で女性農業者の拡大、地位向上を図ります。

②農業に携わる女性の経営と社会への参画促進
及び農業、農村の振興を目的とした活動を行い
ます。

③女性農業者の経営と社会参画などを目的とし
たイベント等について、引き続き広く周知を図
ります。

重点目標Ⅴ 　安心して生活できる環境づくり
施策の基本方向 １ 防災・その他の分野における男女共同参画の推進

・実施した場合は具体的取り組み

・実施しなかった場合はその理由 参考：令和６年度 令和７年度

防災消防課 有 【防災消防課】月に１度広報活動を行った。また、防災訓練や救急フェア
等に参加し女性分団で市民向けに救命救急講習をおこなった。

広報活動　月１回

無 【三角支所】女性消防団の統合により、宇城市消防団女性分団で活動。
有 【不知火支所】女性消防団の統合により、不知火の女性部による活動を実

施しなかったが、不知火町民生委員児童委員協議会の研修において、熊本
県防災センターの見学・学習を行い、災害への取り組み等を受講した。

講習会：1回
参加者：27人
（男性11人・女性16人）

無 【小川支所】女性消防団の統合により、宇城市消防団女性分団で活動。

無 【豊野支所】女性消防団の統合により、宇城市消防団女性分団で活動。 安否確認：1回
火災予防活動：春・秋、各１
回防災消防課 有 【防災消防課】修繕及び行政区の設置要望に対する補助 行政区補助：10基
修繕：8件

行政区補助：30基
修繕：７件

有 【三角支所】修繕及び行政区の設置要望に対する補助 新設：0基
修繕：3件

新設：2基
修繕：6件

有 【不知火支所】修繕及び行政区の設置要望に対する補助 新設：0基
修繕：0件

新設：3基
修繕：1件

有 【小川支所】修繕及び行政区の設置要望に対する補助 新設：3基（行政区補助）
修繕：27基

新設：4基（行政区補助）
修繕：20基

有 【豊野支所】修繕及び行政区の設置要望に対する補助 新設：3基
修繕：4件

新設：4基
修繕：0件

防災消防課 有 【防災消防課】：春と秋の交通安全運動期間中に巡回 実施日数：11日
参加延べ人数：16人（男性14
人、女性2人）

実施日数：７日
参加延べ人数：７人（男性5
人、女性2人）

有 【三角支所】ＰＴＡ青色防犯パトロール隊：月１回程巡視活動を実施。
市：春・秋の交通安全運動期間に４回。

実施回数：PTA5回、参加者延
べ8人（男性7人、女性1人）
市4回（女性4人）

実施回数：4回、参加者延
べ：4人（男性0人、女性4
人）

有 【不知火支所】春の交通安全運動期間中に巡回※秋は災害により中止 実施回数：4回、参加者延
べ：5人（男性2人女性3人）

実施回数：2回、参加者延
べ：2人（女性2人）

有 【小川支所】春と秋の交通安全運動期間中に巡回 実施回数：3回、参加者延
べ：3人（男性3人、女性0
人）

実施回数：3回、参加者延
べ：3人（男性0人、女性3
人）

有 【豊野支所】春・秋の交通安全運動期間中に巡回 実施回数：4回（男性2、女
2）

実施回数：4回（男性2、女
2）

毎月1回、登校道路を中心に青色パトロール車による巡回を行
い、防犯啓発に努めます。

生涯学習課 有 毎週１回程度、小中学生の下校時に防犯と交通安全を目的に青色防犯パト
ロールを実施している。
毎月、青少年育成市民会議の松橋・小川地区民会議で街頭指導を実施して
いる。

市：年50回
地区民会議：月1回×2町

市：80回
地区民会議：23回

今後も継続的にパトロールを行い、防犯効果向
上のため、青色防犯パトロール活動についてよ
り周知していく。
事案が発生した場合は、関係各機関と連携し解
決を図る。

55 男女共同参画の視点に
立った防災・復興の推
進

過去の災害における妊婦や子供、高齢者など様々な状況におかれ
た人への支援の課題を踏まえ、男女共同参画の視点に立った防
災・復興の推進に取り組みます。	

人権啓発課 有 男女共同参画社会推進委員会から、防災・復興分野への女性の参画推進を
引き続き行うよう要望が行われた。

・要望書提出　1回 ・要望書提出　1回 今後は、担当課と情報を共有し、啓発に努め
る。

巡回パトロール

取り組み内容 担当課

実
施
有
無

取り組み指標

各支所総合窓
口課

53

令和7年度は秋の全国交通安全運動期間前に豪
雨による災害で活動を縮小したため、前年度よ
り実績が減っている。今後も宇城市やＰＴＡ等
によるパトロール隊にて定期的に通学路を中心
に青色パトロール車による巡回や交通安全運動
期間・年末特別警戒等での巡回により、防犯啓
発に努める。

防犯灯整備事業 行政区における防犯灯の設置に対して補助金を交付し、自主
防犯意識の高揚を図り、市民生活の安全に寄与します。
※市として防犯灯を維持（修繕）することにより、市内での
犯罪防止を図ります。また、行政区の希望する箇所への新設
に対し10割補助をします。（条件、上限あり）

今後の方向性

実
施
有
無

取り組み指標
今後の方向性

各支所総合窓
口課

№

毎月1回、登校道路を中心に青色パトロール車による巡回を行
い、防犯啓発に努めます。春・秋の交通安全週間に登校道路
を中心に青色パトロール車による巡回を行い、防犯啓発に努
めます。また、事件発生時には再発防止のため現場付近を中
心に巡回します。
ＰＴＡ防犯パトロール隊を育成し、活動時には青色パトロー
ル車の貸出を行います。
※宇城市やＰＴＡ・地区民会議等によるパトロール隊にて定
期的に通学路を中心に青色パトロール車による巡回
※交通安全運動期間・年末特別警戒等での巡回

54

各支所総合窓
口課

具体的施策

具体的施策 取り組み内容

市として防犯灯を維持（修繕）することによ
り、市内での犯罪防止を図る。行政区管理の木
柱設置の防犯灯に対し補助する枠を設けること
で、安全な場所を継続できるようにする。（条
件、上限あり）

担当課№

52 市民の防災意識の向上 市民の防災意識向上のため、地域の消防団との連携を充実
し、男女がともに参画した広報活動や防災啓発を推進しま
す。また、地域との協力体制の中で、女性消防団員の特色を
生かした活動を検討するとともに、女性部による車両広報活
動や女性消防団員による救急救命訓練などを行います。加え
て、宇城市消防団広報紙に女性部の活動を掲載し、加入促進
を図ります。

宇城市消防団女性分団として
活動。
・女性分団員数　23名
・広報活動　月1回
・安否確認訓練参加　12名
・普及員講習会参加 　5名
・防災訓練参加　　14名
【不知火支所】
研修会：1回
参加者：23人
（男性9人・女性14人）

女性分団員数については、入団数と退団数が同
数の状態が続いているため、団員数増加に向け
て女性消防団と協力し加入促進を図りたい。保
育施設、高齢者施設等へ訪問し、防火減災に向
けた広報活動など活動の場を広げていきたい。
　
【不知火支所】
今後も必要な防災啓発活動や救急救命訓練を実
施する。また、団員の加入促進は、消防団と連
携し引き続き積極的に取り組む。
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番号 日付 セミナー名 参加者数 番号 日付 出前講座 内容 参加人数

① 8/23
ヨガからはじまるわたしの整え
時間

14人 ① 4/24 三角町地域婦人会連絡協議会　
「差別をなくすなかまたち
～正しく知ることから～」
講師：豊野町コミュニティセンター指導員

44人

② 9/6
親子でつくろう！うきのもんハ
ンバーガーセット

16人 ② 7/10 豊野町民生委員児童委員連絡協議会
「差別をなくすなかまたち
～正しく知ることから～」
講師：豊野町コミュニティセンター指導員

16人

③ 9/20
カスタムボールペンづくり 直
感でいこう 好きな色、好きな
デザイン

21人 ③ 7/25 豊川校区役員会
「差別をなくすなかまたち
～正しく知ることから～」
講師：豊野町コミュニティセンター指導員

36人

④ 10/8 三角町民生委員児童委員連絡協議会
「差別をなくすなかまたち
～正しく知ることから～」
講師：豊野町コミュニティセンター指導員

21人

⑤ 10/30 宇城市社会福祉協議会
インターネット時代における
部落問題
講師：人権啓発課職員

42人

⑥ 11/25 小川町行政区長会
「差別をなくすなかまたち
～男女共同参画に関すること～」
講師：豊野町コミュニティセンター指導員

36人

⑦ 2/10 不知火町民生委員児童委員連絡協議会
「差別をなくすなかまたち
～正しく知ることから～」
講師：豊野町コミュニティセンター指導員

24人

宇城市男女共同参画計画　令和7年度実績報告

◎Ｐ11　　ＮＯ．１　「パートナーシップセミナー・出前講座」の詳細について

20



21 

 

 

 

 

 

＜ 資  料 ＞



22 

 

○宇城市男女共同参画推進条例 

平成19年9月27日 

条例第36号 

目次 

前文 

第1章 総則(第1条―第9条) 

第2章 男女共同参画社会の形成に関する施策の推進(第10条―第20条) 

第3章 宇城市男女共同参画審議会(第21条―第27条) 

第4章 雑則(第28条) 

附則 

【前文】 

男女が互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、個性と能力を十分に発揮することができる男女

共同参画社会の実現は、21世紀のわが国社会を決定する最重要課題とされている。 

本市においては、男女共同参画を市行政の重要施策と位置付け、パートナーシップをテーマとした

啓発事業や行動計画策定などさまざまな取組を進めてきた。しかしながら、男女の固定的な性別役割

分担の意識は依然として存在しており、本市が目指す将来都市像「未来に輝くフロンティアシティ・

宇城」の実現には、まだ多くの課題が残されている。 

このような状況にかんがみ、本市が将来にわたり発展していくためには、市民一人一人が男女共同

参画社会の必要性を十分に理解し、家庭、職場、学校、地域など、社会のあらゆる分野において男女

共同参画をさらに進めていくことが必要である。 

そこで、男女共同参画社会基本法の理念に基づき、“女ひとと男ひとで築く、やさしく住みよいまち

づくり”を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。 

 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を

明らかにするとともに、市の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策について基本的事項を定

めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内におい

て、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(3) 市民 国籍を問わず、市内に居住し、又は市内に通勤若しくは通学するすべての者をいう。 

(4) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において事業活動を行うすべての個人及び法人その他

の団体をいう。 

(5) セクシュアル・ハラスメント あらゆる場において、性的な言動により相手を不快にし、個人

の生活環境を侵害する行為又はその行為を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与える行

為をいう。 

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他の親密な関係にある、又はあった者に対

して、身体的、精神的、経済的又は社会的等の苦痛を与える暴力的行為をいう。 

(基本理念) 

第3条 男女共同参画社会の形成は、次の各号に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき

促進されなければならない。 

(1) 男女の人権の尊重 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取

扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること及びその他の男女

の人権が尊重されること。 

(2) 社会における制度又は慣行についての配慮 社会における制度又は慣行について、男女の社会

における活動の選択に対して及ぼす影響が中立的に働くよう配慮されること。 

(3) 政策等の立案及び決定への共同参画 男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は

事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

(4) 家庭生活における活動と他の活動の両立 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の
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下に、家事、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての

役割を円滑に果たし、地域及び職場における活動その他の活動を行うことができるようにするこ

と。 

(5) 生涯を通じた健康への配慮 男女が対等な関係の下に、互いの性について理解を深めることに

より、妊娠、出産その他の性と生殖に関してお互いの意思が尊重され、かつ、生涯にわたって心

身ともに健康な生活が営まれるよう配慮されること。 

(6) 国際的協調 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有してい

ることをかんがみ、国際的な協調の下に行われること。 

(7) 市、市民及び事業者の協働 男女共同参画社会の形成は、市、市民及び事業者の主体的な取組

及び相互の連携協力により促進されることを旨として、これらの者の協働により行われること。 

(実現すべき姿) 

第4条 市、市民及び事業者は、男女共同参画社会の形成に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲

げる実現すべき姿の達成に努めるものとする。 

(1) 家庭において実現すべき姿 

ア 家事、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動が、家族を構成する男女相互の

協力と社会の支援の下に行われ、職場や地域など社会における活動と両立できる家庭 

イ 男女の生涯にわたる健康が保持及び増進され、安心かつ安全な暮らしが営まれる家庭 

ウ 家庭内のあらゆる暴力行為がなく、家族がお互いの人権を尊重し合う家庭 

(2) 職場において実現すべき姿 

ア 採用、配置、賃金、昇進等における男女格差が解消され、個人の能力、個性、意欲等が十分

に発揮できる職場 

イ 男女が共に育児、介護等に係る休業や休暇を安心して取得でき、ゆとりをもって家庭生活と

職業生活が両立できる職場 

ウ セクシュアル・ハラスメントがなく、安心して働ける職場 

(3) 学校において実現すべき姿 

ア 一人一人の個性、能力及び可能性を伸ばす教育が推進され、進学や就職に関し性別にとらわ

れることなく、多様な選択ができるような進路指導が行われる学校 

イ 人権を尊重し、男女が互いを思いやる心を育む教育が推進される学校 

ウ 教職員等の研修が実施され、男女共同参画社会の形成が促進される学校 

エ 保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等の異校種間での連携を図りながら、男女平

等教育が推進される学校 

(4) 地域社会において実現すべき姿 

ア 性別による固定的な役割分担意識や慣行等が必要に応じて見直され、男女が共に意思決定に

参画できる地域社会 

イ 男女がそれぞれの能力を発揮しながら対等な立場で地域活動に参画し、共に責任を果たすこ

とにより、心豊かに安心して暮らせる地域社会 

(市の責務) 

第5条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を

含む。以下同じ。)を総合的に策定し、計画的に実施しなければならない。 

(市民の責務) 

第6条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、

自ら進んで男女共同参画社会の形成の促進を図り、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成

の促進に努め、男女が対等に事業活動に参画する機会を確保するとともに、その事業に従事する者

の職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動の両立ができるよう職場環境の整備

に努めなければならない。 

2 事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に積極的に協力するよう努め

なければならない。 

(男女共同参画社会の形成を阻害する行為の禁止) 

第8条 何人も、性別を理由とした差別的な行為を行ってはならない。 

2 何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 
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3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。 

(公衆に表示する情報における表現への配慮) 

第9条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は女性に対する暴力等

を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。 

 

第2章 男女共同参画社会の形成に関する施策の推進 

(男女共同参画計画の策定等) 

第10条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を定め、

これを公表しなければならない。 

2 市長は、男女共同参画計画を定めるときは、市民の意見を反映させるための措置を講ずるとともに、

宇城市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。 

3 前2項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

 (市民及び事業者の理解を深めるための措置) 

第11条 市は、広報活動を通じて、基本理念に関する市民及び事業者の理解を深めるよう適切な措置

を講ずるものとする。 

2 市は、学校教育及び社会教育を通じて基本理念に関する市民の理解を深めるよう、男女共同参画に

関する教育及び学習の充実のための適切な措置を講ずるものとする。 

(家庭生活と職業生活等の両立の促進) 

第12条 市は、男女が共に家庭生活と職業生活等とを両立することができるよう、保育及び介護に関

するサービスの充実、職場における環境づくりの促進等のための適切な措置を講ずるものとする。 

 (商工業、農林水産業等における男女共同参画社会の形成の促進) 

第13条 市は、商工業、農林水産業等の自営業において、男女が社会の対等な構成員として、自らの

意思によって、その経営又はこれらに関する活動若しくは地域における活動に共同して参画する機

会を確保するため、活動の支援、条件の整備等必要な措置を講ずるものとする。 

(市の附属機関等における積極的改善措置) 

第14条 市は、審議会等を設置するに当たっては、委員の数が男女のいずれかに偏らないよう配慮し、

男女が共に政策や方針の立案及び決定に参画できる機会を確保するよう努めるものとする。 

2 市長その他の市の任命権者は、その職員の登用に当たっては、性別にかかわらず、その能力に応じ

均等な機会を確保するよう努めるものとする。 

(調査研究) 

第15条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査及び研究を行うもの

とする。 

(推進体制の整備等) 

第16条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するため、体制の整備を図るとと

もに、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

(拠点施設の設置) 

第17条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施する市民及び団体の活動を支援す

るための拠点施設の設置等必要な措置に努めるものとする。 

(男女共同参画週間) 

第18条 市は、市民及び事業者において広く男女共同参画社会の形成についての理解を深めるととも

に、男女共同参画社会の形成に関する活動への積極的な参加を促進するため、宇城市男女共同参画

週間(以下「男女共同参画週間」という。)を設けるものとする。 

2 男女共同参画週間は、国の男女共同参画週間に合わせ6月23日から1週間とする。 

3 市は、男女共同参画週間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。 

(苦情の処理等) 

第19条 市民及び事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について苦情又は相談があるときは、市長に申し

出ることができる。 

2 市長は、前項に規定する苦情又は相談の申出があった場合は、その処理のため必要があると認める

ときは、宇城市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。 

 (年次報告) 

第20条 市長は、男女共同参画社会の形成の状況及び男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

実施状況を明らかにするため、毎年度報告書を作成し、公表するものとする。 
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第3章 宇城市男女共同参画審議会 

(設置) 

第21条 男女共同参画社会の形成の促進に関する重要事項について調査審議するため、宇城市男女共

同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第22条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申するととも

に、市長に必要な意見を述べることができる。 

(1) 第10条に規定する男女共同参画計画策定等に関する事項 

(2) 第19条の苦情等の対応に関する事項 

(3) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況に関する事項 

(4) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する重要事項 

(組織等) 

第23条 審議会は、委員15人以内で組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の

4未満であってはならない。 

2 委員は、男女共同参画の推進に関し識見を有する者及びその他適当と認める者のうちから市長が委

嘱する。 

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 

4 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第24条 審議会に会長及び副会長1人を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 (審議会) 

第25条 審議会は、会長が招集する。 

2 会長は、会議の議長となる。 

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。 

(専門部会) 

第26条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。 

2 専門部会は、審議会の委員のうち会長が指名する者をもって組織する。 

3 専門部会に部会長を置き、部会長は会長が指名する。 

(庶務) 

第27条 審議会の庶務は、総務部人権啓発課において処理する。 

第4章 雑則 

(委任) 

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成19年10月1日から施行する。
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○宇城市男女共同参画推進条例施行規則 

平成20年1月31日 

規則第4号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、宇城市男女共同参画推進条例(平成19年宇城市条例第36号。以下「条例」という。)

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(苦情の申出) 

第2条 条例第19条第1項に規定する苦情(以下「苦情」という。)を申し出ようとする者(以下「申出者」と

いう。)は、苦情申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。 

(苦情の処理) 

第3条 市長は、苦情を処理したときは、苦情の申出に対する回答書(様式第2号)により、その結果を申出

者に通知するものとする。 

2 市長は、苦情の処理において必要と認めるときは、申出に係る施策を行う市の機関に対し、関係資料の

提出又は説明を求めることができる。 

(処理しない申出) 

第4条 市長は、次のいずれかに該当する申出については、処理しないものとする。 

(1) 判決、裁判等により確定した事項 

(2) 裁判所において係争中の事案又は行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項 

(3) 議会に請願又は陳情を行った事項 

(4) 苦情の申出に係る処理の結果に関する事項 

(5) この制度の趣旨から受け付けることが適当でないと認められる事項 

(審議会委員の公募) 

第5条 条例第21条に規定する宇城市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の委員を選定しようと

するときは、市民の中から2人を公募の方法により選任するよう努めるものとする。 

(専門部会) 

第6条 条例第26条に規定する専門部会は、審議会が必要とする専門的な事項について調査研究し、その結

果を審議会に報告しなければならない。 

2 専門部会は、委員5人以内で組織し、前項に規定する任務が終了したときは、解任されるものとする。 

附 則 

この規則は、平成20年2月1日から施行する。
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○宇城市男女共同参画社会推進委員会条例 

平成20年3月17日 

条例第10号 

(設置) 

第1条 男女共同参画に関する総合的な推進に資するため、宇城市男女共同参画社会推進委員会(以下「推

進委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第2条 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 男女共同参画社会の啓発とその推進に関すること。 

(2) 男女共同参画に関する調査及び研究に関すること。 

(3) 男女共同参画社会推進のための基本計画改定に関すること。 

(4) 男女共同参画社会施策について必要に応じて市長に意見を述べること。 

(5) その他男女共同参画社会の形成に必要な事項に関すること。 

(組織) 

第3条 推進委員会は、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 各種団体の代表 

(2) 学識経験者 

(3) その他市長が必要と認める者 

(任期) 

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第5条 推進委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第6条 推進委員会は、会長が招集する。 

2 会長は、会議の議長となる。 

3 推進委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。 

4 部会は、会長が指名する委員をもって組織し、会長が招集する。 

(庶務) 

第7条 推進委員会の庶務は、総務部人権啓発課において行う。 

(委任) 

第8条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この条例は、平成20年4月1日から施行する。
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○宇城市男女共同参画庁内推進会議要綱 

平成17年2月21日 

訓令第38号 

(設置) 

第1条 宇城市における男女共同参画社会に関する総合的な施策の推進を図るため、宇城市男女共同参画庁

内推進会議(以下「庁内推進会議」という。)を設置することとし、この訓令はその設置及び運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第2条 庁内推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 男女共同参画社会の総合的な施策の推進に関すること。 

(2) 男女共同参画に関する関係部局相互間の連絡、調整に関すること。 

(3) その他男女共同参画社会の形成に関すること。 

(組織) 

第3条 庁内推進会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

(会長及び副会長) 

第4条 庁内推進会議に会長及び副会長を置く。 

2 会長は副市長を、副会長は総務部長をもって充てる。 

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第5条 庁内推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

(関係職員等の出席) 

第6条 会長が必要と認めるときは、関係職員等を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことがで

きる。 

(専門部会) 

第7条 庁内推進会議に、第2条各号に掲げる事項について調査及び研究をさせるため、必要に応じて専門

部会を置くことができる。 

2 専門部会の委員は、市職員のうちから会長が任命する。 

3 専門部会に部会長その他必要な職員をおくことができる。 

(庶務) 

第8条 庁内推進会議の庶務は、総務部人権啓発課において処理する。 

(その他) 

第9条 この訓令に定めるもののほか、庁内推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この訓令は、平成17年2月21日から施行する。 

附 則(平成17年9月27日訓令第48号) 
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。 

附 則(平成18年5月22日訓令第16号) 
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。 

附 則(平成18年7月20日訓令第20号) 
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。 

附 則(平成19年3月30日訓令第6号) 
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則（平成21年4月1日訓令第5号） 
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則（平成22年4月27日訓令第5号） 
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。 

附 則（平成25年3月29日訓令第8号） 
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。 
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附 則（令和2年3月26日訓令第4号） 
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則（令和4年3月28日訓令第4号） 
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則（令和5年3月28日訓令第4号） 
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。 
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宇城市審議会等の設置等に関する指針 

（趣旨） 

第１条 この指針は、法令（条例を含む。以下同じ。）に定めがある場合を除き、審議会等の

設置等に関する基本的な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この指針において「審議会等」とは、法令の規定により設置された附属機関及び市

政運営上の意見の聴取、交換、懇談等を行うため市長等が設置した懇談会等をいう。 

（審議会等の設置） 

第３条 審議会等の設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(1) 行政の簡素化・効率化及び行政責任の明確化の観点から、真に必要な場合に設置する

こと。 

(2) 審議会等の委員の数は２０人以内とすること。ただし、法令に定めがある場合その他

特別な事情がある場合を除く。 

(3) 設置目的の達成時期が明らかであるものについては、設置条例等に廃止期日を明示す

ること。 

（審議会等の委員の選任） 

第４条 審議会等の委員を選任するに当たっては、次に掲げる事項を遵守するよう努めるも

のとする。 

(1) 職員を委員に選任しないこと。ただし、法令に定めがある場合又は審議会等の性質等

に照らしやむを得ない場合を除く。 

(2) 同一人物を１０以上の審議会等の委員に選任しないこと。 

(3) 委員を関係団体から選任する場合は、当該団体の長に限らず、広く構成員の中から選

任できるよう関係団体と協議を行うこと。 

(4) 一の審議会等の委員に同一人物を８年を超えて継続して選任しないこと。ただし、任

期の途中において達する場合を除く。 

(5) 法令で選任される委員の職が既定されている場合を除き、審議会等の委員における男

女それぞれの数が概ね同数となるようあらかじめ人権啓発課長に意見を聞くこと。 

 

２ 審議会等の委員の一部を公募するに当たっては、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 審議会等の設置目的、募集人員、任期、応募資格、選考方法、問合せ先等を明らかに

した上で、広報紙、市ホームページ等を通じて広く市民に周知することにより行うこと。 

(2) 選考に当たっては、応募者から必要事項を記載した書面等の提出を受け、その内容に

ついて、公正な選考を行うこと。 

(3) 審議会等の所管課は、公募による委員の選考を終えたときは、速やかにその結果を応

募者全員に通知すること。 

３ 委員に選任しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の規定は

適用しない。 

(1) 審議会等の審議、調査等の内容に密接な関連を有する団体の代表者又はこれに準ずる
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と認められる者であって、実質的な審議、調査等を行う上で欠くことのできないとき。 

(2) 審議会等の審議、調査等の内容に不可欠かつ卓越した専門的知識又は経験を有してい

ること等により、他の者に替えることができないとき。 

４ 所管課長等は、委員に選任しようとする者の他の審議会等委員への選任状況について、

総務課長に確認するものとする。 

５ 所管課長等は、委員の選任又は改選を行った場合は、総務課長に報告するものとする。 

 （その他） 

第５条 この指針に定めるもののほか、審議会等の設置に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この指針は、平成２７年４月１日から施行する。
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審議会等委員への女性の登用促進ガイドライン 

 

平成２７年５月２６日 

 

１ 目的 

  このガイドラインは、宇城市男女共同参画計画に基づき、政策・方針決定過程への女性の参画

を促進することを目的とする。 

 

２ 対象 

  このガイドラインにおいて、「審議会等」とは、宇城市審議会等の設置等に関する指針第２条

に掲げるものをいう。 

 

３ 目標 

  審議会等委員における女性委員の割合を３０％以上とする。 

 

４ 人権啓発課長への事前協議 

(1) 所管課長は、審議会等委員の委嘱等を行おうとする日から起算して２ヶ月前までに、女性

委員の登用につき、人権啓発課長に事前協議の申出をするものとする。この場合において、事

前協議の申出は、「審議会等委員への女性の登用促進に係る事前協議書」（様式第１号）により

行うものとする。 

(2) (1)の申出があった場合、人権啓発課長は、所管課長に対し、女性の人材に関する情報の提

供や助言を行うものとする。 

 (3) 所管課長は、(2)の情報及び助言を参考にして、審議会等委員にできるだけ女性を登用する

よう努めるものとする。 

 (4) 所管課長は、審議会等委員を選任したときは、速やかに人権啓発課長に「審議会等委員へ

の女性の登用促進に係る報告書」（様式第２号）を提出するものとする。 

 (5) このガイドラインに基づく事前協議を経た場合においては、所管課長は、審議会等委員の

選任の伺いに「人権啓発課長事前協議済み」と記載し、事前協議書の写しを添付するものとす

る。 

 

５ 取り組みの方向性について 

  所管課長は、女性の登用が進まない原因に応じて、それぞれ次の各号に掲げる取り組みに努め

るものとする。 

(1) 特定の役職に就いていることを委員就任の要件としていることが要因である場合 

団体又は機関の長、役員等に女性が少ない現状では、長、役員等の特定の役職を指定する

ことは、事実上女性の登用促進を妨げる結果となることから、委員構成、職、定数の見直し

等、女性の登用の余地のある他の方法に改めること。 

 (2) 推薦団体から女性が推薦されないことが要因である場合 
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  ア 団体推薦の対象としている関係団体に対し、団体の長や役員といった役職に限らず、構成

員の中から柔軟に適任者を推薦してもらうよう要請すること。 

  イ 長、役員等に限定した推薦依頼は、極力避けること。 

  ウ 女性の構成員が少ない、又は極端に少ない団体から推薦を受けている場合は、推薦団体に

女性の多い団体を加えるなど、女性が推薦されやすい工夫をすること。 

(3) 必要とする職種又は専門分野に女性が少ないために女性の登用が進まない場合 

  ア 特定の職種、専門的分野からの選任が必要なものについては、狭義の専門領域に限定せず、

関連領域にまで広げるとともに、肩書きや特定の職種にこだわらず、広く人材を求めるよう

にすること。 

  イ 委員の区分を学識経験者に限定せず、審議に生活者、消費者等の視点を取り入れていくと

いう観点から、従来の委員の区分に生活者、消費者等の区分を設けるなど、女性が登用され

やすい条件づくりを行うこと。 

  ウ 前任委員から女性の適任者の推薦を受けたり、関係者に女性の候補者について問い合わせ

る等、常に女性の専門家を見出すよう努めること。 

 

(4) やむを得ない事由により、前各号の取り組みを行うことが困難な場合においては、それぞ

れの事由に応じて、可能な限り女性を登用するための工夫を行うものとする。 

 

６ 女性人材リストの整備及び提供 

  人権啓発課長は、審議会等委員への女性の登用促進を図るため、女性の人材に関する情報を収

集し、女性人材リストとして整備するとともに、所管課長の求めに応じ、提供するものとする。
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宇城市男女共同参画推進事業者等表彰要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、宇城市男女共同参画計画に掲げる基本理念“女（ひと）と男（ひと）で築く、

やさしく住みよいまちづくり”を推進するために、積極的に男女共同参画社会づくりに取り組む

事業者及び団体（以下「事業者等」という。）を表彰し、もって男女共同参画社会づくりに関す

る市民及び他の事業者等の関心と意欲を高めることにより、本市における男女共同参画社会の形

成に資することを目的とする。 

（表彰対象者） 

第２条 表彰の対象となるものは、男女共同参画の推進に関した次のいずれかに該当する取組を積

極的に行っている事業者等とする。 

(1) 女性の能力活用や職域拡大のための取組 

(2) 仕事と家庭生活その他の活動との両立を支援するため取組 

(3) 前２号に掲げるもののほか、男女が共同して参画することのできる環境づくりのための取

組 

（応募又は推薦） 

第３条 表彰する事業者等は、自らの応募又は第三者から推薦されたものの中からとする。 

２ 前項の応募及び推薦は、宇城市男女共同参画推進事業者等表彰応募書（別記様式）により行う

ものとする。 

（選考の方法） 

第４条 市長は、事業者等から提出された応募書に基づき、選考委員会の選考を経て、被表彰者を

決定する。 

 （組織） 

第５条 選考委員は、副市長、総務部長及び男女共同参画社会推進委員会長をもって組織する。 

 （表彰の方法） 

第６条 市長は、被表彰者に対し、表彰状及び記念品を授与する。 

 （公表） 

第７条 市長は、被表彰者について、広報への掲載その他の方法により公表するものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。
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宇城市女性人材リスト登録事業実施要項 

 

 （趣旨） 

１ この要項は、市内の各分野で活躍している女性を、宇城市女性人材リスト（以下「リス

ト」という。）に登録するとともに、登録された女性に対し、政策・方針決定の場である

各種審議会等をはじめ、市が実施する諸活動へ参画する機会を提供する女性人材リスト登

録事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （実施主体） 

２ この事業の実施主体は宇城市（以下「市」という。）とする。 

 

 （登録対象者） 

３ リストの登録対象者は、２０歳以上の女性で、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 市に現住所を有し、市政に関心があり、社会活動や地域の発展に熱意を持って貢献

できる者 

(2) 仕事、研究、芸術、スポーツ等のあらゆる分野で専門的な知識や活動実績のある者又

は有識者若しくは有資格者  

 

 （登録方法） 

４ 広い分野から人材を起用することを基本とし、本人あてに「宇城市女性人材リスト登録

票」（別記１号様式）を送付し、登録について了解が得られた者を登録する。 

 

 （登録の期間） 

５ リストの登録期間は、登録した日から、登録者から登録の抹消の申出があった日までと

する。  

 

 （情報の管理） 

６ リストに登録した情報の管理は、次に掲げるところによる。  

(1) リストに登録した個人情報は、プライバシー保護に十分配慮し、宇城市個人情報保護

条例（平成１９年条例第３５号）の規定に基づき管理する。  

(2) 市は、必要に応じ、リスト登録者の現況を調査するものとする。 

(3) リストの管理者は、総務部人権啓発課長（以下「管理者」という。）とする。 

 

 （情報の提供） 

７ リストの利用を希望する者は、管理者に対し利用申出書（別記第２号様式）により申し

出ることとし、次のいずれかに該当する場合に限り、その利用を認める。 

(1) 国、県又は市町村において、各種審議会、委員会等の委員の人選をするとき。  

(2) 国、県又は市町村において、研修会、講演会等の講師等の人選をするとき。  

(3) 市の諸事業推進のため女性人材を必要とするとき。  

(4) その他市が必要と認めるとき。  

 

 （不適格者の取扱い） 

８  次の各号のいずれかに該当するものはリストから外す。  

(1) リスト登録を営利目的に利用する者  

(2) リスト登録を政治活動・宗教活動に利用する者  

(3) その他市がリスト登録者としてふさわしくないと認めた者  

 

附 則 

この要項は、平成２０年１２月１日から施行する。
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宇城市長 末松 直洋 様 

 

要 望 書 

 

 人口減少や少子高齢化、家族や地域社会の多様化、経済や情報のグローバル化など

社会が急速に変化する中、持続的な成長を実現し、社会の活力を維持していくために

は、女性の力は不可欠です。 

 すべての人が生きがいを感じられ、多様性が尊重される、持続的な社会の実現のた

め、次の６点について要望します。 
 

１ 男女共同参画の意義について理解を促進し、固定的性別役割分担意識など無意識

の思い込みにとらわれず、誰もが安心して個性と能力を発揮できるよう意識啓発や

環境整備を行うこと。 
 

２ 地域社会における女性の活躍を推進するため、リーダーとしての女性の参画を推

進するとともに、地域での女性の働く場の確保、女性による起業の支援、これまで

女性の活躍が少なかった分野での活躍推進に取組むこと。 
 

３ 充実した生活を送るためには「仕事」と「生活」のバランスを保つことが必要で

あるため、ワーク・ライフ・バランスを広く周知し、必要な環境・体制を整えるこ

と。特に推進主体である行政分野において、働き方改革を行い、環境・体制の整備

を促進すること。 
 

４ 政策、方針決定過程への女性の参画については、女性が活躍できる環境や制度の

整備、また、管理及び指導的立場への登用を地域や事業所へ働きかけること。特に、

推進主体である行政分野においては、性別にかかわらず人材を育成し、女性職員の

管理職登用を推進すること。 
  

５ 防災・復興の分野において、女性の感性や視点を活かす「女性力」の活用に取り

組み、男女がバランスよく配置され、災害に強いまちづくりへの女性の参画を継続

して推進すること。 
 

６ 生涯を通じての市民への健康支援を行うとともに、性の尊重と個人としての尊厳

への理解を求めていくこと。また、あらゆる暴力(DV・各種ハラスメント・ストー

カー等)は犯罪につながる人権侵害であり、子どもから高齢者まで一人ひとりが安

心して暮らせるまちづくりのため、暴力根絶のための予防と対策を講じること。 

 

２０２６年（令和８年） １月１３日 

宇城市男女共同参画社会推進委員会 

会 長  稲田 さゆり 
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事  務  連  絡  

        令和７年６月１６日 

 

部（局）長・支所長 各位 

 

総 務 部 長    

          

審議会・委員会等への女性登用の促進について（依頼） 

市では、宇城市男女共同参画計画及び宇城市審議会等の設置等に関する 指針に基

づくガイドラインを作成し、審議会等委員における女性委員の割合を３０％以上にす

ることを目標に取組みを進めています。 

 しかし、審議会等委員における女性委員の割合は、充て職による委員が多数を占め

る等の理由があると考えられますが、いまだに２０％台にとどまっております。 

 つきましては、所管の審議会等への委員推薦を団体に依頼する際に、女性登用を念

頭に置いた推薦を行っていただくよう、再度、下記項目について団体に働きかけをお

願いします。 

また、審議会等委員の委嘱等を新たに行う場合は「審議会等委員への女性の登用促

進ガイドライン」の規定により、所管課長におかれましては、必ず２箇月前までに事

前協議書を人権啓発課長に提出していただき、女性登用の促進に努めていただきます

ようお願いします。 

記 

１ 団体推薦委員については、女性委員の占める割合が依然として低いこと 

 から、委員の推薦に当たって協力を依頼する。          

２ 推薦に当たっては、代表者や長に限定せず、当該団体に在籍する女性の 

中からの推薦を検討するよう依頼する。 

 

※女性委員の候補者名簿として「女性人材リスト登録者」を宇城市 BeMatのネット

フォルダに掲載しています。委員等の選出の際にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

総務部人権啓発課 瀬戸（内線 1234） 
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広報うき掲載記事 

（パートナーシップ通信 2025年 4月～202６年 3月） 

 


























